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第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成22年11月２日) 

 

   第 ５ 回   熊本県議会 決算特別委員会会議記録 

 
平成22年11月２日(火曜日) 

            午後２時20分開議 

            午後４時29分休憩 

            午後４時34分開議 

            午後５時19分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第17号 平成21年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第18号 平成21年度熊本県農業改良資

金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第27号 平成21年度熊本県林業改善資

金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第28号 平成21年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

――――――――――――――― 

出席委員(12人) 

        委 員 長 馬 場 成 志 

        副委員長 溝 口 幸 治 

        委  員 児 玉 文 雄 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 中 原 隆 博 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 九 谷 弘 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 増 永 慎一郎 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長  田 大 作 

      総括審議員兼  

      農業振興局長 福 島   淳 

         次 長 梅 本   茂 

         次 長 麻 生 秀 則 

         次 長 大 薄 孝 一 

         次 長 下 林   恭 

      次 長 神 戸 和 生 

  首席農林水産審議員兼 

 農林水産政策課長 白 濵 良 一 

     農林水産政策監 国 枝   玄 
     団体支援総室長 牧 野 俊 彦 

 団体支援総室副総室長 田 中 龍 一 

 農林水産政策監兼 

 団体検査室長 與 田   博 

 農業技術課長 佐 藤   巖 

        農産課長 本 田 健 志 

        園芸課長 城   啓 人 

        畜産課長 高 野 敏 則 

 農村計画・技術管理課長 宮 崎 雅 夫 

 農林水産技術管理監兼 

 技術管理室長 大 里 正 明 

 農村整備課長 田 上 哲 哉 

 森林整備課長 河 合 正 宏 

 林業振興課長 藤 崎 岩 男 

 森林保全課長 久 保 尋 歳 

 水産振興課長 鎌 賀 泰 文 

 漁港漁場整備課長 尾 山 佳 人 

  首席農林水産審議員兼  

   農地・農業振興課長 村 山 栄 一 

    担い手・企業参入 

        支援課長 浜 田 義 之 

   農産物流通企画課長 板 東 良 明 
 警察本部 

         本部長 中 尾 克 彦 

        警務部長 金 高 弘 典 
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      生活安全部長 吉 村 郁 也 

        刑事部長 吉 田 親 一 

        交通部長 富 永 義 喜 

        警備部長 古 川 隆 幸 

       首席監察官 中 野 洋 信 

    参事官兼警務課長 池 部 正 剛 

    参事官兼会計課長 緒 方 博 文 

   管理官兼会計課次席 高 木 良 一 

会計課課長補佐 平 山 浩 之 

        総務課長 吹 原 直 也 

        厚生課長 東   哲 雄 

        参事官兼 

    生活安全企画課長 那 須 賢 兒 

      参事官（地域）木 庭   強 

  参事官兼刑事企画課長 本 山 秀 樹 

  参事官（組織犯罪対策）吉 長 立 志 

  参事官兼交通企画課長 田 上 隆 章 

    参事官（運転免許）江 藤 弘 文 

      交通指導課長 奥 田 隆 久 

      交通規制課長 高 野 利 文 

  参事官兼警備第一課長 中 島 憲 一 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

  会計管理者兼出納局長 富 永 安 昭 

    首席会計審議員兼 

        会計課長 田 上   勲 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

        事務局長 林 田 直 志 

         監査監 山 中 和 彦 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 平 田 裕 彦 

     議事課課長補佐 上 野 弘 成 

     議事課課長補佐 堀 田 宗 作 

――――――――――――――― 

  午後２時20分開議 

○馬場成志委員長 それでは、ただいまから

第５回決算特別委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 本日は、初めに農林水産部の審査を行い、

その後、警察本部の審査を行うこととしてお

ります。 

 それでは、これより農林水産部の審査を行

います。 

 まず、農林水産部長から総括説明を行い、

続いて、担当課長、総室長から、順次説明を

お願いします。 

 初めに、田部長からお願いします。 

 

○田農林水産部長 平成21年度決算の説明

に先立ちまして、前年度の決算特別委員会に

おいて、施策推進上改善または検討を要する

ものとして御指摘のありました事項のうち、

農林水産部関係の事項について、その後の措

置状況を御報告いたします。 

 前年度の決算特別委員会では、各部共通事

項として、「収入未済の解消については、関

係部局においてそれぞれ努力の跡が見られる

が、財源の確保及び負担の公平性の観点か

ら、さらに一層効果的で徹底した徴収促進に

努めること。」、また、農林水産部の事項とし

て、「国営土地改良事業負担金の収入未済額

は、依然として高い額となっている。 地域

の担い手の経営規模拡大や企業参入の支援な

どの営農支援を図るなどして、収入未済の解

消に努めること。」との御指摘がございまし

た。 

 収入未済の解消のための取り組みとして、

まず、農業改良資金等の貸付金の未収金につ

きましては、延滞に至った原因の多くが農林

水産物の価格低迷や販売不振などによる経営

不振ということもあり、債務者のみの責めに

もできないため、関係機関である農協、森林

組合、漁協とも連携し、各延滞者の経営指

導、あるいは連帯保証人も含めた分納返済な

どの償還計画を指導するなど、それぞれの実

情に応じた収入未済の解消に努めておりま
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す。 

 また、国営土地改良事業費負担金の収入未

済の解消につきましては、未納が発生してい

る地区の農業所得を向上させ、経営の安定を

図るために、県、市町村、農業団体などの関

係機関を構成員とする営農対策協議会を開催

し、農作物の栽培や農地の有効利用について

改善を図るよう検討を重ねております。 

 このような取り組みの結果、企業参入によ

る農地の有効利用が図られたり、県の耕作放

棄地解消緊急対策事業を利用した土地の売買

契約が成立するなど、未収金の解消につなげ

ることができました。 

 このほかの未収金につきましても、それぞ

れの実情に応じた強制執行も含め、債権回収

計画を立て、計画に沿った取り組みを行い、

収入未済の解消に努めております。 

 続きまして、農林水産部における一般会

計、特別会計の平成21年度決算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 まず、歳入についてでございますが、一般

会計、特別会計合わせまして、収入済み額は

431億8,068万1,000円で、調定額に対する収

入率は99.3％となっております。 

 収入未済額は、２億9,104万5,000円及び不

納欠損額は８万8,000円でございます。 

 次に、歳出決算でございます。 

 一般会計、特別会計合わせまして、予算現

額901億12万3,000円に対し、支出済み額680

億3,480万8,000円で、75.5％の執行率となっ

ております。 

 翌年度への繰越額は、200億7,353万2,000

円で、前年度の繰越額より約122億円増加し

ておりますが、これは、経済対策を講じるた

め、年度末に予算を追加計上したことなどに

よるものです。 

 また、不用額は19億9,178万3,000円でござ

いますが、これは、補助事業などにおける要

望額の減による事業量の減少や経費節減等に

よる執行残、農業改良資金を初めとする各種

貸付金において、貸付金枠に対し需要が当初

見込みを下回ったことなどによるものでござ

います。 

 以上が農林水産部の決算の概要でございま

す。 

 詳細につきましては、各課長、総室長から

説明いたしますので、御審議のほどよろしく

お願いを申し上げます。 

 

○馬場成志委員長 それでは、引き続き、各

課長、総室長から説明をお願いします。 

 白濵農林水産政策課長。 

 

○白濵農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 まず、本年度定期監査での公表事項につき

まして御説明を…… 

 

○馬場成志委員長 座ってどうぞ。 

 

○白濵農林水産政策課長 よろしいですか。

済みません。 

 当課所管の水産研究センターにおけます指

摘事項としまして、収入事務におけます重複

徴収や決裁日付印の漏れ等があったこと、ま

た、物品購入に係る経理処理のおくれにつき

まして指摘がございました。 

 収入事務における重複徴収分につきまして

は、現在返還の手続を進めており、物品購入

に係る経理処理につきましては、このような

ことが発生しないよう、関係制度の周知や法

令順守意識を高めるための研修会を実施する

ことによりまして、適正な事務処理を徹底い

たします。 

 次に、お手元の決算特別委員会説明資料に

沿って説明をさせていただきます。 

 農林水産政策課の歳入につきましては、２

ページから７ページまででございます。予算

現額と収入済み額につきましては、差額が大

きいもののみ説明させていただきます。 
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 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 不納欠損額はございません。上から３段

目、使用料のうち農業公園使用料につきまし

て74万円余の収入未済額がございます。 

 これは、農業公園内にありましたレストラ

ンの使用許可を受けていたものが、経営悪化

によりまして滞納が生じたものでございま

す。未収金につきましては、分納誓約書に基

づきまして、毎月滞納者宅を訪問し、３万な

いし５万ずつ分納を受けております。 

 引き続き、未収金の早期回収に向けまして

適正に管理してまいる所存でございます。 

 それから、３ページをお願いします。 

 予算現額と収入済み額との比較で、農業費

国庫補助金が２億6,619万円余、林業費国庫

補助金が9,881万円余、水産業費国庫補助金

が6,026万円の差が生じておりますけれど

も、いずれも繰り越しによる減でございま

す。 

 ５ページをお願いします。 

 上から２段目の農畜産物売り払い収入につ

きまして、1,315万円余の増額が生じており

ますが、これは農業研究センターにおけます

生産物の出荷量の増加及び市場価格の変動に

伴う収入増でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 違約金及び遅延利息のうち、下から４段目

の工事契約違約金としまして671万円余の増

額が生じておりますが、これは球磨地域振興

局における工事の契約解除に伴う違約金等で

ございます。 

 次に、歳出につきまして説明させていただ

きます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 １段目の総務費の一般管理費につきまして

は、翌年度繰越額及び不用額等もございませ

ん。 

 最下段の農業総務費の不用額につきまして

は、事業量の減少に伴う執行残や人件費の執

行残等でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 中段の農業研究センター費の翌年度繰越額

２億6,619万円余につきましては、国の経済

対策交付金事業を活用し、老朽化した施設の

改修整備等を繰り越したものでございます。

繰り越しにつきましては、後ほど御説明させ

ていただきます。 

 なお、上中下段ともに、それぞれ不用額が

ございますが、それぞれ経費節減等による執

行減や人件費の執行残等でございます。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 ４段目の林業研究指導所費の翌年度繰越額

9,881万円余、さらに、次の11ページ下段の

水産研究センター費の翌年度繰越額6,020万

円余につきましては、先ほどの農業研究セン

ター同様、経済対策に伴います老朽化施設の

改修整備等を繰り越したものでございます。

繰り越しにつきましては、後ほど御説明させ

ていただきます。 

 また、10ページ、11ページともに不用額が

発生しておりますが、経費節減等による執行

残や人件費の執行残でございます。 

 なお、経費節減の主なものとしましては、

コピー用紙の両面使用の徹底や会議資料の作

成部数の削減などによる事業費の縮減、公用

車の利用や効率的な出張用務の配分による出

張回数の減などによる旅費の縮減等によるも

のでございます。 

 このほか、人件費におきましても、定時退

庁日の徹底や時間外縮減週間の設定等により

ます時間外勤務の縮減等によりまして節減を

図ったものでございます。 

 続きまして、附属資料の１ページをお願い

いたします。 

 繰越事業について説明させていただきま

す。 

 先ほど申し上げました国の経済対策交付金

事業を活用しました農業研究センター、林業

研究指導所、水産研究センター施設の改修整

備事業等によりまして、合計で４億1,521万
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円余の繰り越しがございました。 

 繰り越しの理由でございますが、いずれも

11月及び２月補正予算により計上したため、

工期が限られたことに加えまして、より効率

的な施工を行うために工法の選択と設計等に

時間を要したことによるものでございます。

既に一部は竣工しておりますが、その他事業

につきましても早期完成に鋭意努めてまいり

ます。 

 農林水産政策課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○牧野団体支援総室長 団体支援総室でござ

います。 

 説明資料は12ページをお願いいたします。 

 団体支援総室には、本年度定期監査での指

摘事項といたしまして、農業改良資金、それ

から林業・木材産業改善資金、それから沿岸

漁業改善資金の未収金がございます。これに

つきましては、収入未済に関する事項でござ

いますので、歳入の説明のときに御説明いた

します。 

 まず、説明資料の12ページでございます

が、一般会計でございまして、12ページから

14ページまで歳入を御説明しておりますが、

不納欠損はございません。 

 主なものを御説明いたします。13ページを

ごらんください｡ 

 13ページの下の方から３段目ぐらいです

が､未収金がございます。漁協金融円滑化貸

付金の回収金のところで290万円の未収金が

ございます。 

 その下は利子ですけれども、これは理由欄

で債務者の経営状態が悪化したためとしてお

りますが、この資金は、制度資金と異なりま

して、平成13年度限りで県下の漁協がペイオ

フの解禁を控えまして貯金業務を廃止すると

いうときに、払い戻し資金が不足する漁協に

対しまして、当面のその払い戻し資金を県の

方で提供いたしまして、金融不安等が生じな

いようにということでしたものでございま

す。 

 今回漁業の不振等がございまして、漁協の

中で延滞になったものでございます。一応こ

の漁協につきましては、県それから県漁連、

それから関係町を含めまして、今経営改善計

画を進めておりまして、その中で、経営再建

とともに、このような未収金についても回収

していくということで進めているところでご

ざいます。 

 それから、１つ飛びまして15ページをお願

いいたします。 

 15ページの下の段に農業金融対策費という

のがございます。ここで不用額が2,463万円

余ございますが、この事業は農業制度資金に

関します利子補給等が主でございまして、資

金の需要が見込みを下回ったということで執

行残でございます。 

 右の方に備考欄がございますが、主なもの

といたしましては、上から番号で２番目の農

業近代化資金、これは非常に融資枠も大きい

ことから見込みが少しずれるということがご

ざいます。それから、一番下の９番の括弧で

飼料・燃油価格高騰緊急対策資金とございま

す。これは20年度、21年度でやっておりまし

たが、状況変化等により需要が減ったものと

考えております。 

 それから、16ページをお願いいたします。 

 下から２段目の林業振興指導費のところで

5,063万円余の不用額になってございます。

これは、林業制度資金がこの項目のこの事業

に含まれておりますけれども、理由欄に書い

ておりますように、資金の需要が見込みより

も減ったということでございます。 

 主な理由といたしまして、この項目の中に

は、21年度の補正予算での森林整備加速化林

業再生化事業という中で、基金事業というこ

とで利子助成事業を補正で計上いたしました

のですが、年度途中のスタートということも

ありまして、見込みより少なかったというこ
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とがございます。 

 それから、18ページをお願いいたします。 

 ここから制度資金関係の特別会計でござい

まして、まず、18ページは農業改良資金特別

会計でございます。 

 まず、歳入ですけれども、不納欠損はござ

いませんが、下から２段目で農業改良資金貸

付金の償還元金ということで収入未済5,100

万円余が未済でございます。 

 これは、貸付金の未収金でございまして、

理由欄といたしましては、借入者の農業経営

が悪化したためというふうなところでしてお

りますが、この点は本年度の定期監査におい

ても指摘を受けているところでございます。 

 この未収金のうち、９月末までに407万円

余は収入をしておりますが、農業改良資金に

つきましては、資金の内容は新作物とか新技

術にチャレンジする資金ということでござい

ますけれども、今地域振興局の方で窓口とな

ってやっております。それで、未収金の回収

につきましても、振興局と連携いたしまし

て、生産・経営面の指導とあわせて、その償

還計画をつくっていただくというような形で

取り組んでいるところでございます。 

 当総室といたしましては、個別に困難案件

というのがございますので、そういうふうな

ものの場合には、参画をしながら、また振興

局の職員の研修等を行って回収に努めている

ところでございます。 

 それから、19ページをお願いいたします。 

 これは、特別会計の歳出でございますけれ

ども、農業改良資金のところで３億500万円

余の不用額がございます。 

 これは、農業改良資金の貸付枠といたしま

して用意した額が不用になったということ

で、利用がなかったということでございます

が、農業改良資金につきましては、全国的な

傾向といたしまして利用が減っておりまし

て、ほかに同様の資金があると、そちらにシ

フトしたといったことが考えられております

が、このような状況を踏まえまして、今年度

10月からは、この貸し付けを日本政策金融公

庫に移管するといった制度改正もなされてい

るところでございます。 

 それから、20ページをお願いいたします。 

 次は、林業関係の制度資金でございまし

て、林業改善資金特別会計でございます。 

 まず、20ページの歳入でございますけれど

も、不納欠損はございませんが、表の真ん中

付近の中段ですけれども、林業・木材産業改

善資金の償還元金というところで3,400万円

余、3,409万1,000円の収入未済がございま

す。 

 ここは定期監査で指摘を受けているところ

でございますが、収入欄に書いておりますよ

うに、借入者の林業経営が悪化したためとい

うことにしておりますけれども、このうち９

月末現在で43万は収入してございますが、こ

の資金が大体木材製品製造とか森林管理に関

する事業資金ということでございまして、未

収がございますが、大体分割納入で今お願い

しているところでございます。林産物関係の

事業を行っておられる方については、生産技

術の指導を一緒にやりながら、経営計画の中

で何とか返済をお願いするということで、県

森林組合連合会等とも連携しながら取り組ん

でいるところでございます。 

 それから、21ページをお願いいたします。 

 林業改善資金の歳出でございますけれど

も、段としては上から２つ目ですが、林業・

木材産業改善資金の助成金のところで不用が

ございます。２億1,000万円余不用がござい

ますが、これは、林業改善資金ということで

用意いたしました融資枠の資金需要が見込み

を下回ったということ、利用が少なかったと

いうところでございます。この財源につきま

しては、次年度に繰り越して利用いたしま

す。 

 それから、22ページをお願いいたします。 

 ここは水産関係の沿岸漁業改善資金特別会
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計でございます。 

 まず、歳入の方でございますけれども、不

納欠損はございませんが、下から２段目で沿

岸漁業改善資金の償還元金ということで収入

未済がございます。1,242万円余ですが、こ

れも定期監査で指摘を受けているところでご

ざいます。漁業の不振というのが一番でござ

いますけれども、このうち121万円余、これ

につきましては、９月末までに償還をいただ

いているところでございます。 

 これにつきましては、先ほども言いました

ように漁業関係でございますので、漁獲が非

常に重要になりますが、漁協と連携いたしま

して、要するに漁獲が上がったときにはきち

んと償還していただくといったことで、分納

なり、そういうふうに経営の方とセットで状

況を見ながら償還をお願いしているというと

ころでございます。 

 それから、最後の23ページでございますけ

れども、特別会計の支出の方でございますけ

れども、沿岸漁業改善資金助成金で不用額が

6,672万円余ございます。 

 これは、融資枠として予定しました計画額

を需要が下回ったということでございまし

て、これにつきましては、貸付財源というこ

とで次年度に繰り越すというふうなものでご

ざいます。 

 団体支援総室の主なものでございますが、

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○佐藤農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 一般会計の歳入につきまして御説明申し上

げます。 

 資料の24ページをお願いします。 

 使用料及び手数料でありますが、不納欠

損、収入未済額ともございません。 

 次に、国庫支出金でありますが、不納欠

損、収入未済額ともございません。 

 次に、財産収入でありますが、不納欠損、

収入未済額ともございません。 

 次に、25ページをお願いします。 

 諸収入でございますが、雑入につきまして

は、平成20年度農地・水・環境保全向上対策

事業において、補助金の確定額が交付決定額

を下回ったため、平成21年度において、熊本

県農地・水・環境保全向上対策協議会からの

交付金の返還を受けたものであります。な

お、不納欠損、収入未済額ともにございませ

ん。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 資料の26ページをお願いします。 

 上段の総務費でありますが、繰り越し、不

用額ともございません。 

 次に、その下の段の農林水産業費でありま

すが、農業総務費、農業改良普及費及び農業

振興費でありますが、不用額は職員給与費の

執行残及び経費節減に伴う執行残でございま

す。 

 資料の27ページをお願いします。 

 農作物対策費でありますが、不用額は経費

節減に伴う執行残でございます。 

 最後に、植物防疫費でありますが、不用額

は経費節減に伴う執行残でございます。 

 農業技術課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

○本田農産課長 農産課でございます。 

 定期監査における公表事項はありません。 

 資料の28ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてですけれども、国庫支

出金の不納欠損額並びに収入未済額はありま

せん。 

 予算現額と収入済み額の比較が25億8,593

万円余の減になっておりますが、この内訳と

いたしまして、まず、地域活性化・公共投資
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臨時交付金が９億1,174万円の減となってお

ります。これは、事業の一部を平成22年度へ

繰り越したことによるものでございます。 

 次に、農業・食品産業強化対策整備交付金

が16億7,376万8,000円の減となっておりま

す。これは、平成22年度への繰り越しが15億

5,003万7,000円、入札残が１億2,373万1,000

円となったものでございます。 

 さらに、米穀流通改善対策費補助が42万5,

000円の減となっております。これは、入札

残によるものでございます。 

 次に、諸収入ですが、不納欠損額、収入未

済額ともにありません。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 資料は29ページでございます。 

 まず、総務費ですが、繰り越し、不用額と

もにありません。 

 次に、農林水産業費ですが、農業総務費に

おける不用額１万7,000円は人件費の執行残

でございます。 

 次に、農作物対策費における不用額２億3,

874万1,000円の内訳といたしまして、入札に

伴う執行残が１億9,539万2,000円、事業減少

に伴う執行残が3,495万5,000円、旅費や一般

事業費等、経費節減を図ったことによる執行

残が839万4,000円でございます。 

 次に、別添資料の２ページをお願いいたし

ます。 

 繰越事業についてでございます。 

 生産総合事業により、熊本市、菊池市、芦

北町の３カ所で事業を実施しておりますが、

財源として経済危機対策と公共投資臨時交付

金という２つの国庫支出金を活用しておりま

す。 

 まず、熊本市及び芦北町につきましては、

施設整備に伴う工事騒音や振動、あるいは交

通量の増加等について、周辺住民の同意を得

るまでに不測の期間を要したことによるもの

でございます。また、菊池市につきまして

は、建築基準法に基づく建築確認のための事

前協議や審査に不測の期間を要したことによ

るものでございます。 

 以上でございます。御審議よろしくお願い

いたします。 

 

○城園芸課長 園芸課です。 

 定期監査における公表事項はありません。 

 資料の30ページをお願いします。 

 歳入ですが、不納欠損、収入未済はありま

せん。 

 31ページをお願いします。歳出です。 

 総務費ですが、繰り越し、不用額ともにあ

りません。 

 次に、農林水産業費ですが、３段目の農業

総務費における不用額は人件費の執行残でご

ざいます。 

 一番下の農作物対策費における不用額2,01

3万円の主な内訳は、入札に伴う執行残997万

2,000円、旅費、一般事業費等の事務経費節

減に伴う執行残1,015万8,000円でございま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○高野畜産課長 畜産課でございます。 

 定期監査における指摘事項、公表事項はご

ざいません。 

 説明資料の32ページをお願いいたします。 

 収入についてでございますけれども、ま

ず、使用料及び手数料についてでございます

けれども、不納欠損額、収入未済額ともにご

ざいません。 

 33ページをお願いいたします。 

 中段からが国庫支出金でございますけれど

も、不納欠損額、収入未済額ともございませ

ん。 

 この中で予算現額と収入済み額の比較で大

きな差があるものについて御説明いたしま

す。 
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 34ページをお願いいたします。 

 備考欄の上段の強い農業づくり交付金及び

その下の地域活性化・公共投資臨時交付金、

この２つの交付金でございますけれども、こ

れは菊池市の七城にあります熊本畜産流通セ

ンター、こちらを輸出対応施設に整備するも

のでございまして、繰り越しに伴う交付金の

減少したものでございます。 

 続きまして、中段の財産収入、諸収入でご

ざいますけれども、いずれも不納欠損、収入

未済額ともございません。 

 ちょうどこの34ページの中ほどにあります

けれども、土地売却収入50万3,000円があり

ますけれども、これは備考欄に書いておりま

すように、球磨公共育成牧場の一部を売却し

た収入でございます。 

 詳細につきましては、附属資料の31ページ

をお願いしたいと思います。 

 附属資料の31ページに県有財産の処分一覧

ということで書いておりますけれども、球磨

の公共育成牧場、これは全体が約282ヘクタ

ールぐらいございますけれども、一応21年度

中には、ここに書いておりますように、鉄塔

用地の分、これにつきましては九州電力の方

に、内部の道路用地、この部分につきまして

は球磨村への売却に伴う収入金でございま

す。 

 続きまして、歳出でございますけれども、

37ページをお願いいたします。 

 総務費につきましては、繰り越し、不用額

ともございません。 

 続きまして、その下の農林水産業費の畜産

総務費でございますけれども、不用額につき

ましては、職員の給与の執行残に伴うもので

ございます。 

 続きまして、その下の畜産振興費でござい

ますけれども、不用額は主に経費節減及び事

業費の減少によるものでございます。この中

に41億360万円の繰越事業がありますけれど

も、この部分につきましては附属資料の３ペ

ージをお願いいたします。 

 繰越事業でございまして、熊本県食肉輸出

促進対策事業費の繰り越し工事でございま

す。 

 これは先ほど収入のところでも説明いたし

ましたように、熊本畜産流通センターの施設

整備の部分におきまして、工事の進行管理に

おきまして、地元の――ここは農協と書いて

おりますけれども、済みませんけれども、漁

協でございます。漁協や住民との調整に不測

の日数を要したため、繰り越しとなったもの

でございます。なお、この工事につきまして

は、本年度中に完成する予定でございます。 

 また、本文の38ページにお戻りください。 

 38ページでございますけれども、家畜保健

衛生費でございますけれども、不用額につき

ましては、主に職員給与の執行残及び経費節

減によるものでございます。 

 その下の広域農業開発推進費及び草地開発

費でございますけれども、不用額は執行残に

よるものでございます。 

 畜産課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 農村計画・

技術管理課でございます。 

 まず、定期監査におきまして、国営土地改

良事業負担金の未収金の解消につきまして御

指摘を受けております。詳細につきまして

は、収入に関する調べの中で御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 説明資料の39ページをお願いいたします。 

 まず、左にございますが、分担金及び負担

金の国営土地改良事業費負担金でございます

が、収入未済額は１億100万円余ございま

す。この収入未済額について解消に努めるこ

と、これが先ほど申し上げました定期監査の

公表事項というふうになっております。 

 この収入未済額につきましては、右側の備

考欄に記載をしておりますけれども、国営土
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地改良事業として実施をいたしました横島地

区、矢部地区、羊角湾地区に係る受益者負担

金ということでございます。農産物価格の低

迷など農業情勢が非常に厳しいということも

ございまして、受益農家から各関係の土地改

良区への負担金の納入が滞ったということが

ございまして、土地改良区から県への収入未

済が生じたというようなことでございます。

収入未済額につきましては、平成14年度のピ

ークと比較をいたしますと減少しております

けれども、ここ数年増加傾向というふうにな

っております。 

 未収金の解消に向けまして、土地改良区に

定期的な納入催告、それから未納解消対策の

実施状況の報告を求めるということもござい

まして、債務者でございます土地改良区への

指導を引き続き行っていきたいというふうに

考えております。 

 また、土地改良区が行います未納金解消対

策への支援といたしまして、臨戸徴収への同

行などを粘り強く行っていきたいと考えてお

ります。あわせまして、関係市町村とも連携

をいたしまして、地域の実情に応じた営農支

援活動の推進など、さまざまな支援を行いな

がら、収入未済の解消に引き続き努めてまい

りたいというふうに考えております。 

 次に、同じ39ページの上から４段目から、

次の40ページ、それから41ページに諸収入が

ございます。これにつきましては、不納欠損

額、収入未済額ともございません。 

 戻っていただきまして、39ページの一番下

でございますが、地域活性化・きめ細かな臨

時交付金の予算現額と収入済額との比較がマ

イナス１億円となっておりますが、後ほどま

た御説明をいたしますけれども、国の追加経

済対策事業の平成22年度への繰り越しに伴う

ものでございます。 

 42ページをお願いいたします。 

 歳出につきまして御説明をいたします。 

 農林水産業費の農地総務費でございます

が、これは主に職員給与費でございます。不

用額の300万円余につきましては、人件費の

執行残ということでございます。 

 次に、下段の土地改良費でございます。 

 備考欄の事業概要といたしまして、１番の

国営土地改良事業直轄負担金から19のきめ細

かな農業農村整備事業まで19項目ございます

けれども、不用額の2,500万円余につきまし

ては、公共事務費への振りかえによる執行残

及び入札に伴う執行残ということでございま

す。 

 繰越額の１億円につきましては、きめ細か

な農業農村整備事業でございまして、後ほど

附属資料の繰越事業調べで御説明をいたしま

す。 

 続きまして、附属資料の４ページをお願い

いたします。 

 先ほど申し上げました繰り越しでございま

すけれども、その事業と繰り越し理由を記載

しております。繰越額の１億円につきまして

は、先ほど申し上げましたけれども、２月補

正におけます国の追加経済対策事業でござい

ますきめ細かな農業農村整備事業におきまし

て、要望箇所の把握及び詳細設計に時間を要

したということでございまして、平成22年度

に繰り越したものでございますけれども、本

年度中に完成をする予定でございます。 

 農村計画・技術管理課につきましては以上

でございます。どうぞ御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○田上農村整備課長 農村整備課の田上でご

ざいます。 

 まず、定期監査における公表事項について

御説明いたします。 

 内容は、物品の計画的購入についてです。 

 同じロッカーを同じ業者から５回にわたっ

て購入しており、計画的な物品購入が行われ

ていない。物品購入に当たっては、購入計画

を立案し、できる限り一括して購入するとと
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もに、10万円を超える場合は、３社から見積

書を徴取することによりコスト削減に努める

ことという指摘でございます。 

 昨年度において、事業班からの要望の都度

備品を購入してしまい、御指摘のとおりの結

果となりました。今後は、課全体における備

品等の年間必要数や種類、購入時期について

の購入計画を策定し、購入することといたし

ます。 

 また、職員に対しては、物品購入等に係る

関係規定の遵守や適正な事務処理について、

７月に課員全員を対象とした研修会を実施

し、課の例会等においても、機会あるごとに

周知し徹底しているところでございます。 

 次に、決算について御説明いたします。 

 説明資料の44ページをお願いします。 

 歳入について御説明いたします。 

 分担金及び負担金でございます。 

 県営事業実施に伴う地元負担金等でござい

まして、不納欠損額、収入未済額ともござい

ません。 

 なお、分担金と負担金で予算現額と収入済

み額との間に増減が生じておりますが、これ

は主に予算計上後に負担金と分担金の間で移

動があったことによるものでございます。 

 次に、46ページをお願いします。 

 中ほどの国庫支出金でございますが、46ペ

ージから49ページになります。これは、土地

改良事業等に対する国庫補助金及び災害復旧

に対する国庫補助金の収入でございます。不

納欠損額、収入未済額ともにございません。 

 47ページの農地費国庫補助金で予算現額と

収入済み額との比較で21臆404万5,000円の差

が生じておりますが、主に繰り越しによる減

でございます。 

 同じく49ページ中ほどの災害復旧費国庫補

助金で予算現額と収入済み額との比較で3,74

2万8,000円の差が生じておりますが、繰り越

しによる減でございます。 

 50ページをお願いします。 

 ４段目の繰入金でございますが、不納欠損

額、収入未済額ともございません。予算現額

と収入済み額との差額につきましては、主に

事業量の減によるものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 52ページをお願いします。 

 まず、総務費の一般管理費でございます

が、不用額はございません。 

 次に、農業費の農業総務費でございます

が、中山間地域等直接支払事業等に要した経

費でございます。不用額の210万9,000円につ

きましては、人件費の執行残等でございま

す。 

 次に、農地総務費でございますが、職員給

与費及び地籍調査費等に要した経費でござい

ます。不用額の2,033万8,000円につきまして

は、人件費の執行残、土地改良事業国庫支出

金等返納金の執行残等でございます。 

 次に、53ページの土地改良費でございます

が、事業の概要のとおり各種土地改良事業に

要しました経費でございます。翌年度繰越額

が生じておりますが、繰越事業につきまして

は、後ほど説明させていただきます。不用額

１億2,346万2,000円につきましては、委託内

容、工事内容の変更に伴う執行残、国からの

内示額が予算額を下回ったことによる執行

残、電柱移転工事並びに文化財調査の事業費

負担減に伴う執行残等でございます。 

 54ページをお願いします。 

 農地防災事業費でございますが、農地防災

対策関連事業に要した経費でございます。翌

年度繰越額が生じておりますが、繰越事業に

つきましては、後ほど説明させていただきま

す。不用額3,438万7,000円につきましては、

国からの内示額が予算額を下回ったことによ

る執行残、委託内容、工事内容の変更に伴う

執行残等でございます。 

 下段の農地災害復旧費でございますが、翌

年度繰越額については、後ほど説明させてい

ただきます。不用額4,546万3,000円につきま
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しては、災害の発生が少なかったことによる

事業量の減による執行残でございます。 

 次に、附属資料の５ページをお願いいたし

ます。 

 繰越事業につきましては、５ページから10

ページまでが農村整備課分でございます。通

常分と経済対策分の繰り越しを記載しており

ます。 

 10ページをお願いいたします。 

 合計で47地区、繰越額42億7,282万2,000円

でございます。 

 繰り越し理由につきましては、主な理由と

しましては、用地買収並びに地元調整、工法

の検討等に不測の日数を要したため、やむを

得ず繰り越したものでございます。９月１日

現在で、47地区のうち13地区完了しておりま

して、残りの34地区につきましても年度内完

了の予定でございます。 

 次に、附属資料の32ページをお願いいたし

ます。 

 取得用地の未登記一覧表を掲載しておりま

すが、表の中ほどにあります登記残筆数は、

平成18年度末の170筆から、平成21年度末に

は136筆となっております。今後とも、未登

記の解消に向けて努力してまいります。 

 農村整備課は以上でございます。よろしく

御審議のほどお願いいたします。 

 

○河合森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 森林整備課関係につきましては、定期監査

での公表事項はございません。 

 説明資料の55ページをお願いいたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。 

 森林整備課の歳入につきましては、不納欠

損額及び収入未済額はございません。 

 主に予算現額と収入済み額の差額が大きい

部分について御説明いたします。 

 55ページ中段の国庫支出金でございます

が、予算現額と収入済み額との比較の欄がマ

イナス11億8,700万円余となっております。

これは、２つ下の欄の地域活性化・きめ細か

な臨時交付金、それから３つ下の造林事業費

補助、いずれも国からの交付金、補助金を財

源として行う間伐や作業道の整備等の事業を

実施するものでございますが、事業の一部を

繰り越したことによりまして調定額を減額し

たことによるものでございます。 

 56ページをお願いいたします。 

 下から５段目の財産収入でございますが、

480万円余の増となっております。 

 これは、次の57ページ、上から５段目の県

有林売り払い収入が増加したことによるもの

でございます。 

 次に、２つ下の繰入金でございますが、8,

700万円余のマイナスとなっております。 

 これは、その下の段の森林整備地域活動支

援交付金基金繰入金及び次の58ページの一番

上の欄の森林整備促進及び林業等再生基金繰

入金について、国の補助により積み立てた基

金を取り崩し、これを財源として行う事業で

ございまして、予定していた事業量が減少し

たことによるものです。 

 具体的には、市町村等が取り組む森林整備

への補助や木材生産企業の高性能林業機械の

導入等に対する補助及び導入に伴う借入金に

対する利子補給などにおいて、当初予定して

いた事業量が減少したことによるものです。 

 続きまして、歳出の関係でございます。主

に繰り越しと不用額が多いものにつきまして

御説明いたします。 

 60ページをお願いいたします。 

 まず、林業総務費でございます。2,970万

円余の不用額を計上しておりますが、これに

つきましては、主に右側備考欄６の２つ目の

括弧の森林整備地域活動支援交付金事業、備

考欄９の１つ目の括弧の針広混交林化促進事

業などの事業におきまして、事業要望が想定

より少なかったことや経費節減等によるもの

でございます。 
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 61ページをお願いいたします。 

 林業振興指導費の翌年度繰越額９億4,170

万円余でございますが、これは右側の備考欄

５の経済対策として実施させていただきまし

た間伐等森林整備促進対策事業の繰り越しに

よるものでございます。 

 次に、造林費でございますが、翌年度繰越

額９億510万円余においては、備考欄１の造

林事業費の森林環境保全整備事業、低コスト

森林施業促進事業の繰り越しによるものでご

ざいます。 

 次に、不用額630万円余でございますが、

森林環境保全整備事業の事務経費の節減等に

よるものでございます。 

 62ページをお願いいたします。 

 県有林費でございますが、翌年度繰越額１

億4,400万円余については、備考欄４の県有

林整備事業の経済対策として実施いたしまし

た補助分での繰り越しによるものでございま

す。 

 次に、不用額1,060万円余でございます

が、備考欄４の１つ目の括弧の県有林整備事

業、備考欄５の県有林処分事業費などの事業

における事務費の経費節減額及び県有林造成

事業費における入札残等によるものでござい

ます。 

 続きまして、附属資料の11ページをお願い

いたします。 

 森林整備課の繰越事業調べでございます。 

 いずれも経済対策として実施いたしました

事業ですが、間伐等森林整備促進対策事業及

び低コスト森林施業促進事業につきまして

は、市町村や森林組合が行う作業道の整備に

ついて用地確保に日数を要したものでござい

ますが、現在完了しております。 

 また、森林環境保全整備事業につきまして

は、事業箇所の決定に日数を要したため、県

有林整備事業につきましては、工法の検討に

日数を要したため、繰り越したものでござい

ます。いずれも今年度内に完了できる見込み

でございます。 

 森林整備課関係は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○藤崎林業振興課長 林業振興課の藤崎で

す。よろしくお願いします。 

 まず、定期監査での公表事項はありませ

ん。 

 それでは、説明資料の63ページをお願いし

ます。 

 まず、一般会計の歳入ですが、いずれの科

目につきましても、不納欠損額、収入未済額

はありません。 

 最上段の負担金ですが、予算現額と収入済

み額に611万円余の差額が出ております。こ

れは、20年度事業を21年度事業に繰り越した

ことなどによるものです。 

 国庫支出金につきましては、12億1,984万

円余の差額が出ておりますが、これも21年度

に繰り越したことや事業量の減などによるも

のです。 

 まず、林業費国庫補助金で予算現額と収入

済額の差額が11億5,702万円余となっており

ますが、これは林道事業費補助で９億1,227

万円余、林業地域総合整備事業費補助で１億

4,041万円を繰り越したことなどによるもの

です。 

 64ページをお願いします。 

 上段の災害復旧費国庫補助金で6,282万円

の差額が出ておりますが、これは現年林道災

害復旧事業で繰り越し及び事業量の減があっ

たためです。 

 次に、繰入金の林業担い手育成基金繰入金

ですが、予算現額と収入済み額に273万円余

の差額が出ておりますが、これは事業量の減

によるものであり、この結果、同基金の取り

崩し額が減少しております。 

 次に、66ページをお願いします。 

 一般会計の歳出であります。 

 農林水産事業費の林業費で8,368万円余の
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不用額となっております。その内訳ですが、

林業総務費の137万円余の不用額は、人件費

及び経費節減等による執行残です。 

 次の林業振興指導費ですが、７億6,443万

円余を繰り越しておりますが、このことにつ

きましては後ほど御説明申し上げます。ま

た、不用額が6,969万円余となっております

が、これは、備考欄の１から次のページの８

までの事業におけます事業量の減少及び経費

節減を伴う執行残であります。 

 次の67ページです。 

 林道費では、20億35万円余の繰り越しを行

っております。これにつきましても、後ほど

御説明します。また、1,261万円余の不用額

が出ておりますが、これは入札残及び備考の

５の単県林道事業における事業量の減少によ

るものです。 

 最下段の災害復旧費の林道災害復旧費で

は、1,165万円余を繰り越しております。ま

た、5,116万円余の不用額が出ております。

これは、備考欄の２、現年林道災害復旧費に

対します国の配分額の減及び事業量の減少に

よるものです。 

 続きまして、附属資料の12ページをお願い

します。  

 繰越事業調べです。明許繰り越しについて

御説明申し上げます。 

 最上段の県産材利用加速化促進事業費は、

木造施設建設や木材利用の新製品開発を行う

ものでありますが、５カ所で２億5,738万円

余を繰り越しております。 

 これは、木造施設における工法の検討選定

や新製品の開発工程の検討に不測の日数を要

したためであり、このうち１カ所は完了し、

残り４カ所も年度内完了予定です。 

 次の緑の産業再生プロジェクト促進事業費

では、高性能林業機械の導入や木材加工施設

を設置することとしており、11カ所で５億70

4万円余を繰り越しております。 

 理由としましては、高性能林業機械導入計

画の策定や木材加工施設の設置におけます業

者との協議に不測の日数を要したためです。

９カ所は完了しており、１カ所も年度内完了

の予定です。 

 次に、13ページ下段の県営林道事業費で

は、美里町の中央砥用線３工区から16ページ

天草市の下天草東部線１工区までの31カ所、

16億3,149万円余を繰り越しております。 

 理由としましては、用地交渉に時間を要し

たこと、工法検討に不測の日数を要したこと

などであり、このうち17カ所が完了してお

り、残りの14カ所も年度内完了予定です。 

 次、17ページをお願いします。 

 市町村営林道事業費では、美里町の早楠線

を含む３カ所で6,412万円余を繰り越してお

ります。その理由は、工法の検討に時間を要

したことや用地交渉に時間を要したことなど

であり、１カ所は既に完了し、残りの２カ所

も年度内に完了予定です。 

 次の大規模林業圏開発推進事業費では、山

都町の菊池人吉線１工区と八代市の菊池人吉

線２工区の２カ所、１億3,205万円を繰り越

しております。その理由は、国との協議や用

地交渉に時間を要したことであり、２カ所と

も年度内に完了予定です。 

 最下段のフォレスト・コミュニティ総合整

備事業費では、山都町の湯鶴葉線を含む３カ

所で１億7,268万円余を繰り越しておりま

す。その理由は、用地交渉や地元との調整に

時間を要したことであり、３カ所とも年度内

完了予定です。 

 最後に、18ページをお願いします。 

 現年林道災害復旧費では、菊池市の八方ヶ

岳線１号箇所の１カ所1,165万円余を繰り越

しております。その理由は、工法検討に時間

を要したことによるもので、年度内に完了予

定であります。 

 林業振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。 
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○久保森林保全課長 森林保全課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 森林保全課関係につきまして、定期監査で

の公表事項はございません。 

 説明資料の68ページをお願いいたします。 

 歳入に関する調べについて御説明いたしま

す。 

 まず、国庫支出金につきまして、不納欠損

額及び収入未済額はございません。予算現額

と収入済み額との比較でマイナス９億7,750

万円余の差が生じておりますが、これは主に

事業を繰り越したことによるものでございま

す。 

 その主なものといたしまして、治山事業費

補助、備考欄にちょっと掲載しておりますけ

れども、６億8,890万円余、緊急治山事業費

補助で２億135万円余、それから69ページを

お願いいたします。現年治山災害復旧費補助

で5,000万円余が繰り越しになって、マイナ

スの差額が生じております。 

 次に、諸収入でございます。 

 下から２段目の雑入におきまして、不納欠

損額が８万8,000円ほど生じております。こ

れにつきましては、後ほど附属資料の不納欠

損に関する調べで御説明させていただきま

す。 

 70ページをお願いいたします。 

 開発指定事業高率補助精算金でございま

す。平成19年度及び20年度の治山事業に係る

補助率差額金でございまして、事業量の増加

等により２億4,000万円余の収入があってお

ります。 

 次に、71ページをお願いいたします。 

 歳出に関する調べでございます。 

 林業費でございますけれども、翌年度繰越

額16億6,790万円余、不用額8,400万円余が生

じております。主なものといたしましては、

下段の治山費での繰り越し及び不用額でござ

います。繰り越しにつきましては、後ほど説

明させていただきます。 

 次の72ページでございますけれども、不用

額につきましては、治山費で8,367万円余、

治山施設災害復旧費で225万円余、それぞれ

不用額が生じております。 

 不用額の生じた理由ですけれども、治山費

の8,367万円余の不用額につきましては、事

務費等の経費節減によるもの、あるいは事業

量の減少や事業の見直し等によるものでござ

います。 

 72ページをお願いいたします。 

 治山施設災害復旧費225万円余につきまし

ては、事務費の節減、経費節減等でございま

す。 

 続きまして、附属資料の19ページをお願い

いたします。 

 繰り越しについて、当課関係の内容につい

て御説明させていただきます。 

 繰り越しにつきましては、すべて明許繰り

越しでございます。当課関連といたしまして

は、19ページから23ページまで繰越事業を掲

載しております。 

 23ページの下段をお願いいたします。 

 当課全体といたしまして、51カ所、17億4,

295万円余の繰り越しをいたしております。 

 主な理由といたしましては、資材搬入道の

設置に不測の日数を要したこと等でございま

す。９月１日現在でございますけれども、36

カ所が完了し、残り15カ所については年度内

完了の予定でございます。 

 次に、30ページをお願いいたします。 

 不納欠損に関する調べでございます。 

 １件、８万8,000円の不納欠損額を計上し

ております。これは、平成19年に発生いたし

ました未収金でございまして、19年の６月に

請負業者の倒産により契約解除となった工事

代金の前払金に係る利息分でございます。倒

産した業者の破産手続廃止決定の確定、これ

は、平成21年５月23日の確定によりまして債

権が消滅したということで、昨年の９月に不

納欠損処分を行ったものでございます。 
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 以上、森林保全課でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 定期監査での公表事項はございません。 

 説明資料の73ページをお願いいたします。 

 歳入に関する調べでございます。水産振興

課の歳入につきましては、不納欠損額、収入

未済額はございません。 

 中段の手数料のところでございますが、こ

こで増減があっておりますけれども、これは

当初の見込みと実績が異なったことにより増

減が生じたものでございます。 

 下の方の国庫支出金の減額につきまして

は、これは繰り越しによるものでございまし

て、内容については後ほど御説明したいと思

います。 

 次に、74ページをお願いいたします。 

 一番上、最上段の有明海漁業振興技術開発

事業費補助でございますが、これは事業量の

減により1,000万円余の減額となっておりま

す。 

 次の水産業振興等推進交付金、これは繰り

越しによるものでございまして、後ほど御説

明いたします。 

 次に、75ページをお願いいたします。 

 一番下の欄の雑入のところに700万円余り

の収入済額がございますが、これは漁業取締

船の設備損傷に対し漁船保険金が支払われた

ことによるものでございます。 

 次に、76ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 水産業振興費６億6,200万円余りに対しま

して、翌年度繰越額１億3,800万円余、これ

は後ほど御説明いたしますが、種苗生産施設

の省エネルギー対策等によるものでございま

す。不用額2,300万円余につきましては、事

業量の減少等によるものでございます。 

 77ページをお願いいたします。 

 一番上の漁業経営構造改善事業費につきま

しては、これは入札残と事業量の減少に伴う

執行残でございます。 

 一番最後の欄の漁業取締費、ここの不用額

1,300万円余につきましては、人件費の執行

残、経費節減、その中でも軽油タンクの減少

によるものでございます。 

 附属資料の24ページをお願いいたします。 

 

○馬場成志委員長 テンポを上げましょうか

ね……（「スピーディーにお願いします」と

呼ぶ者あり）テンポを上げてしゃべりましょ

うかね。テンポを上げて説明しましょうか

ね。 

 

○鎌賀水産振興課長 はい、わかりました。 

 24ページ、繰越事業調べでございます。 

 まず、一番上の国際減船に伴う漁業転換助

成事業、これは、漁業者の協議に不測の時間

を要したため、繰り越したものでございま

す。 

 種苗生産施設省エネルギー化事業、これは

塩害対策等構造物の内容検討に時間を要して

おります。 

 その下の３つ、これは漁業経営構造改善事

業費の経済対策分でございますが、３つの施

設とも計画に関する諸条件について不測の日

数を要したためでございまして、年度内完成

に向けて努力しているところでございます。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 定期監査の公表事項における指摘事項は、

牛深漁港浄化施設使用料の未収金についてと

漁港施設に係る行政財産の使用許可について

でありますので、これらについて説明させて

いただきます。 

 まず、牛深漁港浄化施設使用料の未収金に

ついて御説明いたします。 
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 79ページをお願いします。 

 79ページの１段目の漁港施設使用料の未収

金につきましては、この牛深漁港浄化施設の

使用料に関するものでございます。 

 県では、平成７年に水産物の加工に伴う海

域の水質汚濁防止を図る目的で天草市後浜に

浄化施設を建設しておりますけれども、近年

の漁獲高の減少と加工用原料の高騰により、

対象となる水産加工業者等の経営状況が悪化

し滞納に至ったものでございます。 

 未収金額は、平成20年度から経営不振に陥

り滞納が始まった水産加工業者の状況が、平

成21年度も好転せず滞納額が増加したことか

ら、昨年度末に比べますと58万2,000円の増

となり、503万2,000円の収入未済となってお

ります。 

 なお、この滞納者につきましては、平成22

年３月に破産手続を開始し、現在事業を休止

しております。 

 この未収金につきましては、今後の破産手

続の状況を見ながら対応を検討することとし

ていまして、ほかの未収金につきましても、

督促等により回収を進めるとともに、施設利

用者の経営状況を把握し、新規の未収金の発

生防止に努めてまいります。 

 次に、漁港施設に係る行政財産の使用許可

について御説明いたします。 

 これは、水俣市にある県管理の丸島漁港内

の漁港施設用地を７名の個人に対して使用許

可している事例でございます。 

 経緯について御説明します。 

 これは、昭和57年ごろから、無許可で個人

により漁港施設用地が使用されておりました

けれども、平成７年度の会計実施検査におき

まして、補助用地の目的外使用である旨の指

摘を受けました。 

 その後、処理方針につきまして、水産庁と

協議を行い、解決までの当面の措置としまし

て、個人に対して使用を許可することにな

り、平成10年度から使用を許可しているもの

でございます。 

 これにつきましては、現在、丸島漁港内の

水俣市の単独用地と交換する方法等解決策に

ついて検討を行っており、今後も、水俣市及

び地元漁協と協議しながら、解決に向け努力

してまいります。 

 次に、収入未済について御説明します。 

 78ページをお願いいたします。 

 上から３段目の公害防止事業費事業者負担

金の未収金について御説明します。 

 水俣市の丸島漁港におきまして、水銀を含

んだ汚泥が大量に堆積していることがわか

り、県は、昭和62年度に丸島漁港公害防止事

業により除去しておりますけれども、汚染原

因者の一人である水俣化学工業所が負担すべ

き金額9,070万2,000円のうち8,262万1,000円

が未納となっているものでございます。 

 この水俣化学工業所は、平成５年度から平

成７年度にかけて90万円納付しております

が、平成９年に解散しております。このた

め、県は、無限責任を有する代表社員に支払

いの請求を続けてまいりましたけれども、拒

否されてきたものであります。 

 その後、県は債務者に対し自主納付を促し

てきましたけれども、進展が見られないた

め、平成14年３月に滞納処分を執行し、差し

押さえた預金から債権の一部を回収しており

ます。 

 さらに、平成18年３月にも債務者の老齢厚

生年金の受給権を差し押さえ、平成18年６月

から、差し押さえ禁止額を控除した額を回収

し未収金に充当しております。 

 ただ、資産は少なく、差し押さえて取り立

てることができたのは、平成21年度末現在、

預金の523万1,000円と老齢厚生年金の195万

円で調定額を満たすまでには至っておりませ

ん。 

 今後の対応策としまして、差し押さえた老

齢厚生年金につきましては、未収金に充当し

ていくこととしております。また、引き続
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き、債務者の資産調査を実施し、可能な限り

債権回収に努力してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、歳出関係でございます。 

 82ページをお願いします。 

 一番下の行の沿岸漁場整備開発事業費の不

用額が7,367万8,000円となっておりますけれ

ども、これは主に事業量の減少及び入札残に

より不用となったものであります。 

 主なものといたしましては、天草東地区の

水域環境保全創造事業費で1,636万、天草有

明地区の県営増殖場事業で1,584万3,000円が

不用となっております。 

 次に、83ページをお願いします。 

 83ページの漁港建設管理費の不用額が6,56

0万3,000円となっておりますが、事業量の減

少及び入札残等に伴うものでございます。 

 主なものとしまして、市町村が執行してお

ります海浦漁港整備事業2,063万4,000円、そ

れから松島漁場の基盤整備事業810万円が主

なものでございます。 

 次に、附属資料をお願いします。 

 附属資料の25ページから28ページにかけて

繰り越しについて記載しております。 

 28ページをお願いします。28ページの一番

下の欄をごらんいただきます。 

 21年度から22年度へ12億3,195万4,000円を

繰り越しております。繰り越し箇所数は23カ

所で、主な繰り越し理由としましては、関係

機関等との協議調整日数を要したもの、工法

検討に日数を要したもの等でございます。資

料では、指導監督費を除き12カ所が未完了と

なっておりますが、年度内にはすべて完了す

る予定でございます。 

 以上で漁港漁場整備課を終わります。 

 

○村山農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 農地・農業振興課は定期監査における公表

事項はございません。 

 一般会計の歳入について御説明いたしま

す。 

 84ページをお願いいたします。 

 84ページの国庫支出金及び85ページの中ほ

どからあります繰越金及び諸収入におきまし

ても、いずれも不納欠損、収入未済額ともご

ざいません。 

 次に、一般会計の歳出について御説明いた

します。 

 86ページをお願いいたします。 

 まず、上段の農林水産費の農業総務費、そ

れから中段にございます農業構造改善事業費

とも、いずれにしましても、不用額につきま

しては、要望減に伴う執行残でございます。 

 最下段の農地総務費につきましては、人件

費の残に伴う不用額でございます。 

 87ページをお願いいたします。 

 農地調整費でございますけれども、この不

用額は経費の節減に伴う執行残でございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○浜田担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 資料の88ページをお願いいたします。 

 まず、定期監査における公表事項は、当課

はございません。 

 88ページでございますが、ここから90ペー

ジにわたりまして一般会計の歳入でございま

す。いずれも、不納欠損、収入未済額ともご

ざいません。 

 そこで、予算現額と収入済み額との比較の

大きいところを御説明させていただきます。 

 88ページの下段に国庫支出金の欄がござい

ます。１億9,900万円余でございますが、こ

れにつきましては、国の追加経済対策、これ

を活用しました農大の施設整備でございま

す。この財源でございまして、いずれも繰り

越しに伴う減あるいは事業量の減に伴うもの
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でございます。 

 続きまして、89ページの下段に財産収入で

差が出ておりますけれども、ここも生産物あ

るいは市場価格の動向に応じた増でございま

す。 

 それから、資料の91ページをお願いいたし

ます。 

 一般会計の歳出でございます。 

 まず、91ページ上段の農業総務費でござい

ます。ここは484万5,000円の不用額でござい

ますが、経費の節減等に伴う執行残でござい

ます。 

 中段でございます。農業改良普及費739万

2,000円の執行残でございます。これも経費

の節減に伴う執行残でございます。 

 最下段でございますが、農業指導施設費が

ございます。これは、農大の施設整備等々で

ございます。不用額の3,080万円につきまし

ては、人件費の執行残、経費節減、入札残、

こういったものに伴うものでございます。 

 相中の翌年度繰越額の１億9,600万円余に

ついて説明させていただきます。 

 附属資料の29ページをお願いいたします。 

 附属資料の29ページ、繰越事業調べでござ

います。 

 いずれも、国の追加経済対策を活用した農

業大学校の施設整備でございます。上段は、

食品加工室あるいは園芸ハウス、こういった

ものの整備を図るものでございます。 

 繰り越しの理由といたしまして、畜産の雑

排水の処理方法の検討、これに日数を要した

ということで繰り越しております。なお、こ

としの８月31日に竣工をしております。 

 下段でございます。 

 下段につきましても、農大の施設整備でご

ざいますが、学生の実習で使用するハウス、

こういったものの改修を行うものでございま

す。施設の改修方法の検討に時間を要して繰

り越してございますが、現在実施設計中でご

ざいまして、これが終わり次第速やかに工事

着工し、年度内の竣工、これを予定してござ

います。 

 申しわけありませんが、再び資料の92ペー

ジにお戻りください。 

 資料の92ページでございます。 

 これが当課の特別会計でございます。農業

改良資金特別会計でございます。 

 まず、92ページが歳入でございます。これ

につきましては、諸収入、繰越金とも不納欠

損、収入未済額ともございません。 

 93ページをお願いいたします。 

 93ページは、歳出でございます。 

 上段でございますが、これは新規就農者の

就農に当たっての資金、これを貸し付けると

いう制度でございますが、就農支援資金の助

成金、不用額は資金需要の減少に伴う執行残

でございます。 

 元金及び一般会計繰出金でございますが、

これについては不用額はございません。 

 担い手・企業参入支援課は以上でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

○板東農産物流通企画課長 農産物流通企画

課でございます。 

 まず、定期監査における公表事項はありま

せん。 

 次に、94ページの資料をお願いいたしま

す。 

 歳出に関しまして、農業総務費の不用額と

して333万4,000円ですが、これは経費節減等

に伴います執行残でございます。 

 以上でございます。御審議よろしくお願い

します。 

 

○馬場成志委員長 大変お疲れさまでした。

休憩をとりたいところですが、後に警察本部

も控えておりますので、このまま続行したい

と思います。どうぞ、どなたからでも。 

 

○中原隆博委員 今多岐にわたって御説明い
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ただいたわけでございますけれども、まず、

冒頭部長からお話がありましたように、支出

済み額ということからすれば680億余という

ことで、執行率として75.5％ということであ

りました。 

 御案内のとおり、経済危機対策ということ

で国の経済対策に呼応して何とか県勢浮揚の

発展を図っていかなければならないというこ

とからするなら、事業費を含めて執行残が非

常に多過ぎるんじゃないかと。その中で一例

を挙げますと、これは別冊の方なんですが、

附属資料の１ページですね。 

 農林水産政策課、先ほど、これは例として

申し上げますけれども、100％進捗率がある

というのは１つであるわけでありますけれど

も、ほかのところの説明でも20％とか30％と

か年度内を目標にというようなお話等があり

ましたけれども、もう今年度も既に７カ月が

経過しとるわけですね。 

 そんな中で、これはゼロゼロと並んでいる

わけです。きょう現在、本当にゼロゼロなの

か、そうすると、またこれは年度内にこれが

解決する見通しというのはどうなのか、そう

いうところが随所に見られるような感じがす

るんですね。新たに経済危機対策ということ

を銘打ってやっていく以上は、もう少し本腰

を入れて今年度もやらなければならなかった

んじゃないかと、そういう気がするわけです

よ。 

 ただ、冒頭お話があったように、年度末に

予算を追加計上したからこういう状態という

ことでは、これは通用しない話じゃないかと

いうふうに思いますので、部長と担当課長に

あわせてお尋ねいたします。 

 

○白濵農林水産政策課長 まず、農業研究セ

ンター関係の農業研究センター施設等緊急保

全事業でございますが、これは11月１日現在

で50％の進捗率となっております。今年度中

には、ぜひとも完了したいというふうに考え

ております。 

 それから次に、農業研究センター施設等緊

急保全事業の緊急事業の方なんですが、これ

もちょっと工法の選択に時間を要しまして20

％という進捗でございますが、これからぜひ

急ぎまして、年度内には完了したいというこ

とで頑張りたいと思います。 

 それから、林業研究指導所、３カ所ござい

ますけれども、これが今30％の進捗率でござ

いますが、これも年度末にぜひ終わるように

頑張ります。 

 それから、水産研究センターの調査船の

「あさみ」というのがございますが、これが

今50％の進捗率でございます。基本設計にち

ょっと時間を要しまして、船の関係で難しい

面もございまして、時間がかかりましたの

で、50％の進捗率でございますが、これも年

度内にはぜひ終わらないといけないというふ

うに思っております。 

 

○馬場成志委員長 この件では、中原先生か

ら怒られる前におれが言うときます。０％と

書いとるけんが聞きなったわけであって、50

とか30とか20とかいうことであれば…… 

 

○中原隆博委員 説明すれば何でもないんで

すよ。 

 

○白濵農林水産政策課長 済みません、きょ

う時点のことを……。 

 

○馬場成志委員長 この資料を作成した時点

と違うということはあるかもしれませんけれ

ども、きょうここで説明しよるわけだから。 

 

○白濵農林水産政策課長 申しわけありませ

ん。 

 

○馬場成志委員長 何か部長ありますか。 
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○田農林水産部長 一応21年度に、前政権

のとき、緊急の経済対策ということで、本当

に思い切り今までできなかった施設改修あた

りをさせていただきました。ただ、やっぱり

無理をしていただいたというところもありま

して、準備がおくれたりすることがあったわ

けなんですけれども、本当にこれは絶対必要

な改修というふうに思いますので、できるだ

け早く、しかもいい状況まで持っていくよう

に、さらに努力していきたいというふうに思

います。 

 

○中原隆博委員 繰越額とか不用額がほとん

どないような形の事業運営をやっていただき

たいと。もう要望でいいです。 

 

○馬場成志委員長 今部長の発言のとおり、

この年については精いっぱいの事業をしっか

りととってきていただいとる、その分で無理

しとる部分は十分理解した上で、今の発言で

すので、しっかりと受けとめとっていただき

たいと思います。 

 

○中原隆博委員 よろしくお願いします。 

 

○馬場成志委員長 ほかにありませんか。 

 

○大西一史委員 監査結果の公表事項で、こ

れは農村計画・技術管理課の方ですけれど

も、国営土地改良事業負担金の未収金解消に

ついてということで、平成21年度末で28件と

いうことで出ておりますけれども、これは結

構大きい額なんですが、これが年々滞納金額

が増加をしていくと、これに対して、土地改

良区に対する指導強化、未収金の解消に努め

ることというふうにされていますけれども、

具体的にどういうふうな対策が一番効果があ

るのかということと、今後の未収金解消のあ

り方をどう考えておられるのかというのをも

う少し詳しくお聞かせいただきたいというこ

とと、この28件というのはどこなんですか

ね。それを教えてください。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 まず、国営

土地改良事業の未収金解消に向けた具体的な

取り組みということでございますけれども、

大きくいうと３つあると思います。 

 １つは、債務者が土地改良区であるという

ことでございますので、土地改良区、特に役

員の方に債務者としての意識をしっかり持っ

ていただくということで、年に数回協議をや

っております。ヒアリングをやっておるわけ

でございますけれども、それについては、今

年度未収金対策について、個人も含めてです

けれども、土地改良区が具体的にどういうよ

うな行動をとるのかというような計画を出し

ていただきまして、それについてヒアリング

をやっております。 

 そういったこと、それから具体的には、そ

れぞれの受益者の皆さんから土地改良区に負

担金が納められなければ、土地改良区も財産

がございませんので、県に払えないというこ

とでございますので、具体的にそういった個

人の状況なんかもヒアリングの中で聞いてお

るというようなことでございまして、土地改

良区に対する指導というようなことをしっか

りやっていくというのが１つ目でございま

す。 

 ２つ目につきましては、じゃあ土地改良区

がやられる負担金の徴収について土地改良区

だけにお任せできるのかということになりま

すと、なかなか難しいところもございますの

で、具体的には、毎年、ちょうど今月やる予

定でございますけれども、未納の方に土地改

良区の役員の方が個別に御家庭に訪問する臨

戸徴収をやっております。 

 それについて、県の職員も同行しまして、

未納の状況、それからそういったものを御説

明するとともに、御理解をいただいて土地改

良区への納付を促すというようなこと、それ
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から、地域といいますか、未納の方全体に対

して、こういうような状況がありますという

ようなことで促進を促すためにパンフレッ

ト、そういったものもつくって配布をしたり

しております。 

 それから、３つ目は、やはり地域での営農

がうまくいかないと、具体的に所得が上がら

なければ土地改良区に返せませんので、そう

いう意味では、各地区――３地区未納地区が

ございますけれども、矢部開パの地区、それ

から羊角湾の地区につきましては、先ほど御

説明をしましたように、県それから市町村、

農業団体で営農対策というものをやっており

ますので、そういった支援をやっていったり

しております。 

 具体的には、そのようなことを今年度も引

き続きやっておりますし、今後とも粘り強く

やっていくということかと思っております。 

 

○鬼海洋一委員 今、未収金解消の対策のお

話がありましたけれども、これはもう大体私

なんか10数年前から同じことを言って同じ答

弁がずっと続いているという内容なんです

ね。 

 これは解消できるかどうか、例えば矢部―

―先生がいらっしゃいますけれども、矢部国

営なんていうのは、あれは生産が大体上がる

んですか。そういう営農指導をやっても、回

収ができるような、生産が上がるような状況

になっているのかどうか、その辺をもう少し

詳しく調査をして、具体的にやるかやらぬか

ということだけの話ですから、今同じような

ことをもう何回も何十回も話を聞いている、

そういう状況です。だから、そういう意味で

の認識をもう少しぴしっとして――答弁にな

ってないんじゃないかというふうに思います

が、いかがですか。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 地域の状況

につきましては、矢部の開パで造成をしまし

た農地で未植栽がございます。そういったと

ころについては、農地から収入はないわけで

ございますから、大きなお金が払えないとい

うような原因になっておりますので、それが

例えばどこにどういった状況であるのかとい

うようなことについて、農家の意向も踏まえ

ながら、地図情報でどこにどういったものが

あるのかというようなことを把握したりして

おる努力をしております。 

 

○鬼海洋一委員 現地に行かれましたか。例

えば、羊角湾地区あるいは矢部国営、営農指

導をして生産が上がるような場所ですか。あ

るいは、そういう作目が今後可能ですか。そ

ういう意味で、私は、この滞納金額がふえて

いる根本は、取れるか取れぬかということで

考えてみると、取れる可能性が極めて少な

い、そういう状況のもとでどうするかという

ことが今問われているんじゃないかというふ

うに思っているわけですが、いかがでしょう

か。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 各現場に

は、私も参りました。状況的には非常に難し

いところもございますけれども、例えば矢部

開パであれば、高原でもあるわけでもござい

ますので、そういったところで、低平地等と

のリレー農業ということを、全面的にという

ことは非常に時間もかかりますし、難しいこ

とだと思いますけれども、そういったこと

で、営農推進部会についてそういったことも

やっておりましたり、羊角湾につきまして

は、放牧というようなことも実際にやられた

りしておりますので、そういった可能性につ

いて引き続き努力をしていきたいというふう

に思っております。 

 

○鬼海洋一委員 今私が言っていることも、

もう既におわかりのことというふうに思いま

すから、次の機会は、ぜひその辺の具体的な
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対応についてお話ができるように期待をいた

しておりますから、よろしくお願いしたいと

思います。 

 それから、同じことで、この強制徴収の申

し立て手続というか、これは団金の方です

が、これはやるんですか。 

 

○馬場成志委員長 ちょっと待ってくださ

い。大西委員、よかですか。 

 

○大西一史委員 一応――じゃいいです、先

に答弁してください。後でまた聞きますか

ら。 

 

○牧野団体支援総室長 団体支援総室の制度

資金につきましても、同じような形で未収金

がございます。団体支援総室の方といたしま

しては、基本的に事業資金だものですから、

相手方の状況に応じて、今特に分納をとにか

く相談しているというところでございます。 

 それで、事業がやっぱり継続されておりま

すと、そこに何か強制的にというふうになり

ますと事業資産が使えなくなるといったこと

もございますので、そこはよく相談しながら

と思っておりますが、例えばもう事業の継続

が見通せないとか、それから本人が分納とか

そういうのはもう全く応じないとか、そうい

うふうな個別のことがございますと、やはり

現在のところ戸別訪問とか面談をとにかくや

っているところでございますけれども、その

ような状況を見た上で、やはり法的手段とい

うのも考える必要があるというふうに考えて

おりますが、今のところ分納されている方に

ついては、とにかく分納ででも返していただ

くということでやっているところでございま

す。 

 

○大西一史委員 さっきの続きのところで、

ごめんなさい、ちょっとあれなので。 

 今鬼海委員も関連して質問されたので、さ

っきの国営土地改良事業負担金の未収金の解

消ということについて、私も結局同じような

ことをお聞きしたかったんですけれども、結

局毎年ずっと同じような状況であるというこ

となのに、年々滞納金額が増加しているとい

う非常に危機感をもう少し持っていただかな

いと、やっぱり通常の今までどおりの土地改

良区に対する指導であったりとかヒアリング

とかということであっては、もう実質的に、

先ほど未植栽のところも含めて収入がないと

いうようなことで、非常に限界ですよね。 

 今の対策としては、なかなか限界に近い状

態にあるんじゃないかなというふうに思いま

すので、本当にヒアリングであるとか計画を

出すとかというレベルをもう私は超えてきて

いるんじゃないかなという感じはします。だ

から、そういう状況を考えて、対策をもう少

し具体的に打ち出していただきたいというふ

うに思います。 

 それと、28件はどこかというような話をあ

えて聞かせていただいたんですが、そういっ

たものがどこなのかということを一般の皆さ

んに公表して、やっぱり意識をしっかり持っ

てもらうと、逆にですね。やっぱりそこをや

って、その上でもうあきまへんということに

なってくれば、また話は別ですけれども、や

っぱりそのぐらいの厳しい対応をしていかな

いと、これの解消というのはなかなか私は難

しいんじゃないかなというふうに思います。

いかがでしょうか。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 御指摘につ

いては、謙虚にこれからの対策について反映

をさせていきたいと思っておりますけれど

も、危機感は当然持っております。そういっ

たヒアリングだけではなくて、土地改良区が

具体的に差し押さえをしている部分もござい

ます。ただ、そういった指導を我々も行って

おりますし、差し押さえもやっておりますけ

れども、その農地がなかなか売れないという
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ような現実もございます。 

 その他中山間地の直接支払制度につきまし

ては、御承知のとおり個人への配分もござい

ます。そういったものについても御理解をい

ただいて、直接未納の方に繰り入れていただ

くとか、そういった努力もしておりますの

で、そういったこともより含めて対策を強化

していく努力を引き続き続けていきたいとい

うふうに思っております。 

 

○児玉文雄委員 国営土地改良事業費の負担

金は、予算というのは３億5,200万あります

ね…… 

 

○馬場成志委員長 何ページですか。 

 

○児玉文雄委員 39ページ、今の質問のとこ

ろですよ。調定額が４億5,200万で収入済み

が３億5,000万。これは、はっきりと私の地

元の開パ事業の負担金未納が大半あると思う

んだけど、これは知っておかなきゃならない

ことは、未納の残高、ひいては国に払わなき

ゃいかぬ返納金ですね。これはどれぐらいあ

るんですか。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 例えば、矢

部開パで申しますと、児玉委員も御承知のと

おり、負担については、事業が完了した後、

当初15年でございましたけれども、25年に繰

り延べて分割払いをしているということでご

ざいまして、現在、矢部開パについては平成

25年度まででございますけれども、毎年約7,

300万円を国の方に払っていかないといけな

いというようなことでございます。 

 

○児玉文雄委員 それは、現に県が立てかえ

払いをしとるわけですよね。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 土地改良法

の規定で、地元負担金につきましては県が国

に納付をするということになっておりますの

で、県が毎年の部分については立てかえて払

っているということでございます。 

 

○児玉文雄委員 だから、私が今聞いたの

は、その残が、残というか時間が25年度まで

ありますが、これもちょっと無理と思うんで

すよね、今の開パを見てみたとき。 

 今、鬼海先生とか大西さんが聞いたけれど

も、当初から未植栽地が３割あるんですよ。

それと、工事の不良工事、石があってどうに

もこうにもならぬと、そういうところが２割

ぐらいあります。もうこれはちゃんとしてあ

れば植栽もできるけれども、そういうところ

はできない。そういうようなことで、ずっと

毎年開パの負担金もどんどんどんどんたまっ

ていきよる。恐らくことしあたりは１億円ぐ

らいになりゃせぬかなと、矢部開パだけで。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 ３地区全体

で１億円強ございまして、矢部開パでは6,20

0万円ほどございます。ですから、全体の６

割強ぐらいでございますけれども、全体とし

て未納金が増加傾向ではございますけれど

も、毎年同じような額を納付しないといけな

いということになりますと、過去の未済が相

当ございますので、額はなかなか減っていか

ないのでございますけれども、最近について

は、農家の方も非常に厳しい状況ではござい

ますけれども、全く払われてないということ

ではなくて、大体当該年度に払わないといけ

ない額、すべてではございませんけれども、

大分払っていただいているような状況でござ

います。 

 例えばで申し上げますと、平成21年度で

は、先ほど申しましたように、7,300万円ほ

ど21年度分として払わないといけない部分で

ございますけれども、納入をしていただいて

いるのは5,600万円ほどございます。ですか

ら、25年までそういう状況でお支払いいただ
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ければ、その後支払わなくてもいいことでご

ざいますので、納入額については、できるだ

け減らしていくような努力を引き続きやって

いきたいと思います。 

 

○児玉文雄委員 開パも、抵当権を設定し

て、競売にかけても売れないんですよね。ど

しこ売りに出しても、競売にかけても売れな

いと。恐らく25年度を満期とすれば、あと４

年ぐらいありますかね。この決算から見る

と、あと４年、2,000万しても8,000万ぐら

い。 

 今までも県が立てかえ払いした分がパーパ

ーかプラスになったことはありますか。恐ら

くマイナスだろうと私は思うんですよね。地

元が言うには、余り聞きにくいところもある

わけですよね。どがんなっとっとかと余り詳

しくは聞けないもんだから、この場をかりて

ちょっとお尋ね……。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 先ほど申し

ました6,200万円ほどというのは、過去のも

のも含めて具体的に申し上げますと、平成18

年度から21年度、昨年までの未済が6,200万

円ほどあるということでございますので、そ

れ以前につきましては完納されているという

ことでございます。ですから、累積の赤字的

なものが6,200万円あるということでござい

ます。 

 

○児玉文雄委員 なぜ今後少しふえるかとい

うと、払う能力のある方々は一括払いされた

んですよね。あのときは、県あたりはなかな

か一括払いを受けつけなかったんですよね。

決まりだから、やっぱり分割で払ってくださ

いと。しかし、どうにか最終的には受けつけ

てもらったんですが、だから能力のある方は

もう借金はゼロになっているんですよね。 

 ならば、あと残った方々がどうかという

と、まず高齢化が大変ひどいということ、農

地が本当に悪い。５割は、私は今はもう耕作

していないと思いますよ、５割ぐらいは。そ

ういうところですから、今すぐせいというよ

うなことは申し上げませんけれども、25年た

って期間内にいかぬときは、これはずっと残

したっちゃ――ずっとこのまま残っていくは

ずと思うから、不納欠損あたりも考えられ

る。それまでに少々努力はしてもらわなきゃ

いかぬというふうに思いますけれども、これ

はもともとこの開パ事業を始めたときから間

違ってしまっているんですよ。 

 初めは、負担金はヘクタール当たり7,000

円というぐらいで、この事業を総額45億で始

めたんです。そして、水は、ちゃんと川をせ

っきって、そこから取水して畑には水も引き

ますと、それが全部で45億だったんです。た

しか昭和45～46年の仕事の始まりだったと思

うんですがね、最終的に終わったときは125

億円かかったんですよ。 

 それで、もう農家の人たちが、そんなに高

い負担金は払えないということで、初め行政

から３億円の寄附みたいな形で入れてもらっ

て、しかし、３倍にもなっているものだから

話がつかずに、幹線道路163キロを町道編入

したんですよ。だから、これ以上――その分

は町道として今役場の方は払うていきよる

が、恐らくこれ以上の収入を上げていくとい

うことはなかなか難しいだろうと思うんです

よね。 

 そして、清和村あたりは、ことしはトマト

が大変――おかげで収入もふえたんですけれ

ども、あの地帯は。今一番私が心配しとるの

は、県も知っておられると思うけれども、養

鶏場を持ってきはしないかと。そういう話は

聞いておられませんか。大型養鶏場が……

（「話は別たい」と呼ぶ者あり） 

 

○馬場成志委員長 聞いとらぬ、聞いとる。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 特に聞いて
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おりません。その中とか具体的な話は聞いて

おりません。 

 

○馬場成志委員長 今具体的な取り組みをい

ろいろやっている中で、まだ打開策ができて

ないということの指摘ですから、今後、また

具体的に何がやれるかということをしっかり

と……（「見定めとかなんたい」と呼ぶ者あ

り） 

 

○髙木健次委員 78ページですけれども、上

から３行目の公害防止事業費事業者負担金の

8,200万円の未済金、これは解散した企業の

無限責任者と書いてありますが、限をとれば

無責任社員で十分だと思いますけれども、ど

ういう種類のもので、この見通しというの

は、どういうふうに立てています。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 この方は、毎年資

産調査をやっているんですけれども、資産が

ゼロということで、年金だけしか取り立てが

できないということで、年金だけは最後まで

行こうということで今考えております。 

 

○髙木健次委員 収入済み額が43万2,000円

ですね。これは１年間で43万2,000円入った

ということですか。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 そういうことで

す。 

 

○髙木健次委員 年金をもとにして。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 はい、そういうこ

とです。 

 

○髙木健次委員 ということは、あと200年

かかるということですね。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 そういうことにな

りますね。 

 

○髙木健次委員 この辺は、やっぱり当然今

度は不納欠損あたりも対象に出てきはしない

かなという感じがするんですよね。しかし、

年金しかない、そのほかには方法がないとい

うわけですよね。 

 しかし、これではどうしようもないわけで

すよね。8,000数百万入ってこないわけです

から、その見通しというのは、どういうふう

に今から立てられますか。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 このところは、資

産調査を続けることと年金をいただくという

ことを考えていますけれども……。 

 

○馬場成志委員長 資産調査は、まだ終了し

てないという感覚をお持ちですか。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 毎年続ける必要が

あるというふうに考えております。 

 

○髙木健次委員 案外隠し資産とか、そうい

う部類のものがあるとじゃなかつですか、し

っかり調べれば。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 そこまではちょっ

と、しっかり調べたつもりですけれども…

…。 

 

○村上寅美委員 関連。 

 今現時点はそうだけれども、差し押さえに

入るまでの過程で、ちょっとおれも質問しよ

うと思ったのは、何年君たちはそれを追求し

て、そして差し押さえに入ったのか、そのサ

イトを教えてくれぬか、わかるだけでいいか

ら。法に基づいてしかせぬとだけんね、また

されぬわけだから、だから、もうちょっと早

く民間ならば早い段階の手が打てると思うと

たいね。 
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○尾山漁港漁場整備課長 平成５、６、７年

までは、納める意思があって、一応90万は納

めてもらっております。 

 

○馬場成志委員長 2007年まで……。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 平成７年まで、そ

れで14年までなかなか納めてもらってないと

いうことで、14年に銀行預金の差し押さえを

やっております、あるだけを。 

 

○村上寅美委員 未納は、何年間……（「７

年」と呼ぶ者あり）７年間か、６年……。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 ７年から、もう当

初からずっとですね。額が9,000万と大きい

ものですから。 

 

○村上寅美委員 その間、おれが今言いたい

のはね、その間のサイトが長過ぎると思うと

たいね。だけん、それはそれだけのサイトを

待たなくちゃいけないのか、我々はもう法律

はわからぬけん、待たなくてはいけないか。

もっと早く手を打てば、何かバンザイしてか

らはどがんならぬけんね。 

 

○馬場成志委員長 これは、ケース・バイ・

ケースでいきよっとかな。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 取れるというとこ

ろで今行ってたところですけれども、なかな

か取れなかったという……。 

 

○村上寅美委員 ７年未納で……。わかっ

た、わかった。 

 

○髙木健次委員 このことは、そういうこと

で簡単に思とったら結局はこれは取れないわ

けですから、これは今から調査等も含めてし

っかりやってください。 

 委員長、もう１ついいですか。 

 

○馬場成志委員長 はい、どうぞ。 

 

○髙木健次委員 別冊附属資料の３ページな

んですけれども、菊池市の食肉輸出促進対策

事業で進捗率が40％、先ほどこれは訂正で地

元漁協と言われたかな、漁協ですよね。これ

は、漁協と住民との調整に不測ということ

は、排水かなんかのことでもめてというこ

と、ちょっとその辺を詳しく。 

 

○高野畜産課長 畜産課でございます。 

 食肉処理センターの輸出対応施設でござい

まして、この場合、浄化槽の建設が事業の中

にあるんです。それで、浄化槽の部分が、ど

うしても菊池川の方に従来も排水していまし

たけれども、今回の場合は、また新たにする

ということで、そのあたりは今もう解決はし

ているんですけれども、その部分でおくれた

ということです。 

 それと、もう一つは、地元の住民というみ

たいな部分ですけれども、かなり大がかりな

工事でございますので、ダンプあたりがかな

りそこに集中的に来たわけでございまして、

児童あたりの安全性とかなんとか、そういっ

た部分で地元住民との協議がちょっと長引い

た、そういった部分でこのようなにちょっと

おくれたということでございます。今のとこ

ろは、一応今年度末には完成するような格好

で今工事を進めております。 

 

○髙木健次委員 排水処理施設、これは最新

型というか、そういう形で今やるわけでしょ

う。 

 

○高野畜産課長 はい、そうです。 

 

○髙木健次委員 だから、非常にその辺で
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は、住民の納得というのも、これは得られや

すいと思うんですけれどもね…… 

 

○高野畜産課長 はい。 

 

○髙木健次委員 あとは、交通量の、ダンプ

が通るとか、そういう住民の苦情というのも

あると思いますけれども、今年度中には大体

完成ということ……。 

 

○高野畜産課長 今のところすべて解決して

おりますので、今順調に工事は進めておるよ

うな状況でございます。 

 

○髙木健次委員 補助事業ですからね、早く

これは通さぬと……。 

 

○村上寅美委員 関連だけど、これは漁協と

してあるのは菊池川漁協のことか。 

 

○高野畜産課長 はい、そうです。 

 

○村上寅美委員 内容はどがんなっとっと

か。 

 

○馬場成志委員長 畜産課長、解決したの。 

 

○高野畜産課長 解決しております、もう。

そのために、若干工事の着工がおくれました

ので、こういった格好で……。 

 

○村上寅美委員 金額は言わぬでいいから、

どういう理由で――同意が要るのかい、これ

は、仕事は。 

 

○高野畜産課長 あそこの畜産流通センター

の部分で以前浄化槽がありまして、そのとき

には一応地元の住民と菊池漁協とのあれが終

わったんですが、今回新たにまたつくるとい

うことで……。 

 

○村上寅美委員 住民の話はいい。漁協とど

ういう条件だったのかと聞きよっとたい。 

 

○高野畜産課長 私も、そこの詳しいところ

はまだちょっと……。 

 

○村上寅美委員 後で調べて報告くれ。それ

でいいから。 

 

○高野畜産課長 はい、わかりました。 

 

○馬場成志委員長 ほかに。 

 

○鬼海洋一委員 実は、きょう来るときに非

常に気分の重い思いで来たわけですけれど

も、それは61ページ、林業公社への貸し付け

の問題、この前、特会の事業仕分けが行われ

まして、この問題が相当厳しい議論になりま

した。 

 結局、国の方では、この特会のこれまでに

累積した滞納金額に対する批判も出まして、

その対応についても一般会計の方に移すみた

いな話になってて、あと最終的にどうなるか

わかりませんが、そこで、熊本県も――私自

身も、長い間この問題には関心を持ちながら

本会議でも取り上げてきた課題ですが、単県

の許容を超えている、そういう問題があるか

ら、将来的には各県と協議を重ねながら国に

対する支援策を求めようという、そういう前

提のもとで、例えば短期的には利息の減免措

置あるいは借りかえですね。その借金の借り

かえ、こういうものをしながらということで

ずっと今日まで続いているわけですが、今回

も４億数千万の貸し付けが行われているわけ

ですけれども、この特会に対する県としての

指導、あるいは今後の林業公社の存続できる

状況について、どういうふうにお考えなの

か。 

 国の状況というのは、かなり極めて厳しい
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状況にまたなったんじゃないかというふうに

思っているのですが、この前の国の作業仕分

け等を考えながら、県としての今後の対応を

どういうぐあいに考えておられるのかという

ことを、まず御説明いただきたいと思いま

す。 

 

○河合森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 林業公社につきましては、17年８月に外部

の有識者から成る経営改善推進委員会を設置

いたしまして、平成20年３月、その委員会か

ら県に対しまして経営改善を実施すべきだと

いう内容及び追加改善策を取り組みまして、

報告書をいただいたところでございます。 

 これを受けまして、平成20年８月に、林業

公社を存続させる方向で引き続き支援をする

というふうな方向で、今後に関する県の方針

というのを取り組むことを決めさせていただ

いたという状況でございます。 

 現在、追加的な改善策といたしまして、長

伐期化の推進、あと不成績林分の見直し、ま

た契約内容の見直しというものを行っておる

ところでございます。 

 先ほど委員の方からお話がありました国有

林関係の事業仕分けの話というのがございま

したけれども、熊本県の林業公社の取り扱い

におきましては、先ほど御説明いたしました

林業公社経営改善推進委員会の方針をもって

進めていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 

○鬼海洋一委員 現段階で、貸し付けの総額

は今どれくらいになっているんでしょうか。 

 

○河合森林整備課長 現在の貸し付けの総額

は297億円でございます。 

 

○鬼海洋一委員 約300億近くに膨らんでい

るわけですよね…… 

 

○河合森林整備課長 はい。 

 

○鬼海洋一委員 それで、先ほど新たな方針

に基づく対応をなされているというお話でし

たが、そういう意味で財務状況というのは、

この20年以降改善しているのかどうかという

ことはいかがですか。 

 

○河合森林整備課長 財務状況につきまして

は、年間２～３億円借入金がふえているとい

う状況でございます。原因といたしまして

は、林業公社の森林というのが松くい虫の被

害跡に植栽をした森林が多いということで、

一般的な熊本県内の森林における平均的な林

齢といいますか、よりも若いという状況がご

ざいまして、いまだに手をかけて育成する段

階であるということもございまして、なかな

か木を伐採して収入を得るという状況にはま

だ至っていないというところからでございま

す。 

 

○鬼海洋一委員 今お話があったように、単

年度で２億ぐらいふえているんですね。決し

て改善はされていない、現段階では。しか

も、先ほど言いましたように、過去ずっと我

々がこれを議論をしてきた中で、単県として

の対応能力、許容の限度を超えているという

ような思いの中から、各県と協力して国の方

でこれは支援していただこうではないかとい

うような、そういう大方の合意の中で今日ま

で来ているというふうに思うのですが、残念

ながら先だっての作業仕分けの中では極めて

厳しいというふうに見ざるを得ないと私は思

っているわけですが、その辺で、今国の状況

等を含めて、今お話がありました県としての

経営改善策を進めているわけですが、その辺

がどういうぐあいになるというふうに思われ

ましたか。私でさえ真っ青になるような状況

でしたから、担当の課長さんは、これは大変
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だというふうに思われたと思いますけれど

も、その辺いかがですか。 

 

○馬場成志委員長 多分よくおわかりになっ

て聞いておられますから、ポイントだけどう

ぞ。 

 

○河合森林整備課長 正直なところ、森林整

備課長に就任しまして、林業公社の問題とい

うのは非常に大きな問題だというふうに認識

しておるところでございますし、最終的には

長期見通しといたしましても厳しいところで

はございますけれども、林業公社、また県と

いたしまして、最大限借入金の減少といいま

すか、経営が成り立つように頑張っていきた

いというふうな思いで今努めておるところで

ございます。 

 

○馬場成志委員長 どう感じたかというの

は、その言葉で表現しておるということたい

な。 

 

○鬼海洋一委員 極めて厳しいというふうに

思っておりますので、やっぱり危機的な状況

のもとで新たな方策を練るということは大事

じゃないかというふうに思いますから、その

意見として申し上げておきたいと思います。 

 

○馬場成志委員長 ほかにありませんか。 

 

○児玉文雄委員 ページ数なんかはちょっと

見つけ出せないけれども、今中山間地の方で

圃場整備が盛んに行われております。この中

山間地の今小さな圃場整備、これはどこが担

当ですかね。 

 

○田上農村整備課長 農村整備課でございま

す。 

 

○児玉文雄委員 農村整備課。私がいつも行

き帰りしながら感じることは、発注が遅い

と。ことしなんかも、年が明けてから、こと

しは去年度の予算ですよね。そして、長雨に

たたられて、最後はようよう田植えに間に合

ったか、一部は、とうとう田植えは、それは

減反に振りかえてしなかったとか、大体秋の

取り入れが済めば田んぼはあいてくるんだか

ら、もう少し発注を早くできぬのかなと私は

いつも感じるんですが、どうですか、そのあ

たりは。 

 

○馬場成志委員長 執行についてですね。ど

うぞ。 

 

○田上農村整備課長 農村整備課でございま

すけれども、工事発注につきましては、地元

と調整をやりながら工事発注をするというこ

とで進めております。したがいまして、私た

ちもできるだけ早期に工事発注をやりたい

と。 

 例えば、稲刈りが終わりましたら、すぐ現

場に入れるようなことで進めておりますけれ

ども、多分換地の問題とか地元調整の問題等

も若干ありまして、工事の発注時期がずれ込

んだんじゃないかとは思っております。 

 

○児玉文雄委員 換地の問題は、その事業に

かたるかかたらぬかによって、どうしても自

分の条件が合わぬときは、その事業にかたら

ない人なんですよね、換地でいろいろ言うと

は。去年も、本当に何で年が明けてから工事

が始まるかと。そして、金額的に言えば3,50

0～3,600万の仕事だったんですけれども、も

う６月ですよ、完全に終わったのは。去年

は、特に。 

 だから、ことしの６月ですかね、雨が多か

ったものだから、だからもう今からの県の発

注あたりは、やっぱり稲刈りが終わったらす

ぐ発注するようにしないと、やる人も、して

いただく人も、みんな困るんですよね。田植
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えは、矢部あたりは５月末ころはやってしま

いますから、そういうことを考えると、大変

――もう少し発注を早めてくれと、そのお願

いでございます。 

 

○馬場成志委員長 ほかにありませんか。 

 

○九谷弘一委員 団体支援総室にお伺いしま

す。 

 改良資金未収が5,100万ですか、今現在400

万程度入ったとかという御説明でありまし

た。県には、１農政事務所、10振興局あるわ

けでありますけれども、それ別に分類してご

ざいますか、多い順に。 

 

○牧野団体支援総室長 ちょっと集計をして

ないんですけれども、６振興局に該当がござ

います。 

 

○九谷弘一委員 貸し付けの審査が振興局に

よってバランスが狂っていると、甘くして貸

し付けたところが未収が多いのか、辛くして

いたところが少ないのか、その辺もチェック

をしておかないと、やはり公平、平等でやっ

ておかないと、甘くして貸し付けたところ

は、今度は収入を得るときは非常に未収が多

くなるというようなことが出てくる可能性が

ある。 

 なぜそれを聞いたかというと、例えば、振

興局ごとにこういった集中豪雨が降って、そ

のおかげで経営が不振だったという理屈なら

話はわかるけれども、一本でぽんとまとめて

あるものだから、例えば、美里みたいにどっ

と雨が降って、集中豪雨が起きて、とてもじ

ゃないけれども借金なんてお払いできません

という地域もたまには出てくるだろうし、そ

の辺をお伺いしたかったんですよ。 

 だから、振興局ごとに、どういう作物で借

りて、何がいかぬだったから経営不振になっ

たのか、その辺を分析しておかないと、それ

は６振興局にもう一遍、借りてるのは大した

戸数じゃないでしょうから、調査してくださ

い。 

 

○牧野団体支援総室長 農業改良資金につき

ましては、平成14年以降は農協の方を通じま

して転貸ということにしておりまして、今各

振興局――先ほど申しました振興局にありま

すのは、あそこは比較的古いというか13年以

前に県が直で審査したときのことでございま

す。 

 それで、審査自体はそんなに――一定のマ

ニュアルに従いましてやりますし、また、資

金の性質そのものが新規の取り組みを支援す

るというものですので、できる限り支援する

というようなことでやっているところでござ

いますから、私の理解としては、審査でどう

こうというよりも、やはりその後、花とか野

菜とかいろいろ取り組みの中でやっていかれ

るんですが、生産技術がいい人と悪い人があ

ったとか、そういうふうなことで予定どおり

償還がいかなかったというようなことではな

いかというふうに理解をしております。 

 

○九谷弘一委員 何の作物が失敗が一番多く

て経営不振になったのか、その分類はやるべ

きじゃないんですか。だから、そういった品

目に改良資金であろうとも金を貸すときに

は、よほど注意をして貸すとか、そういった

指針をつくるべきじゃないか、失敗率が高い

やつについては。 

 

○牧野団体支援総室長 わかりました。今の

ところ、ちょっと手持ちでは非常に大まかな

野菜とか花とかの区分しかございませんの

で、そこはもう一回調べてみたいと思いま

す。 

 ちなみに、今後その辺が改良資金自体は日

本政策金融公庫の方に移るものですから、そ

れはまた公庫と連携しながら、そこはきちっ
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とやりたいというふうに思います。 

 

○馬場成志委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで農林水産部については終

了したいと思います。 

 当初予定していた時間よりも随分ずれ込ん

で始まりましたことを、まず皆さん方におわ

び申し上げたいと思います。 

 ただし、皆さん方が今一番心配されておら

れることに対して議会で取り上げたというこ

とで、それは御理解をいただいて、そして、

私どもは、政治的な場面で、そういったＴＰ

Ｐの問題でありますとかしっかりと取り組ん

でいきますけれども、皆さん方の立場として

は、しっかりと根拠を上げていただいて、国

に対して、あるいは国民に対して、しっかり

とその中身がわかっていくように努力してい

ただきますことを改めて申し上げて、この決

算の本日の審査を終わらせていただきたいと

思います。どうもお疲れでございました。 

 入れかえのため、５分休憩して再開しま

す。 

  午後４時29分休憩 

――――――――――――――― 

  午後４時34分開議 
○馬場成志委員長 それでは、委員会を再開

したいと思います。 
 それでは、これより警察本部の審査を行い

ます。警察本部の皆さん方には本当に、きょ

うは予定している時間と随分ずれ込んでしま

いましたけれども、よろしくお願いしたいと

思います。 
 まず、中尾県警本部長からお願いします。 
 
○中尾警察本部長 馬場委員長を初め委員の

皆様方には、平素から警察行政の各般にわた

り深い御理解と暖かい御支援をいただいてい

ますことに対し、まずもって心から御礼申し

上げます。 
 それでは私から、最近の県警察の重点的取

り組みの中から２点、御説明をいたします。 
 第１は、県警察で本年当初から２年間の総

合的な治安計画として推進しております安

全・安心くまもと実現計画2010に掲げた基本

目標に関する現状についてであります。 

 まず犯罪の抑止につきましては、本年９月

末現在、刑法犯認知件数は１万1,360件と、

昨年同期に比べマイナス1,608件と大幅に減

少しております。 

 次に、交通死傷事故の抑止については、本

年９月末現在では発生件数は7,864件、負傷

者数は9,936人と、昨年同期に比べ発生件数

も負傷者数もともに減少しておりますが、交

通事故死傷数は61人と、昨年同期に比べ１人

増加しております。 

 さて、犯罪の検挙についてでございます

が、本年９月末現在、刑法犯の検挙件数は4,

101件と、昨年同期と比べマイナス1,014件と

減少し、また検挙人員も2,949人と、昨年同

期に比べマイナス346人と減少しているとこ

ろでございます。 

 このように、県下の治安情勢は比較的良好

に推移しておりますものの、例年、秋口以降

は強盗等の凶悪犯罪や屋内へ進入する窃盗犯

罪が多発する傾向にあり、交通事故につきま

しても、行楽期における交通量の増加や、日

没時間の早まることによる夕暮れどきにおけ

る視認性の低下などによって増加する傾向に

ありますことから、予断を許さない状況にご

ざいます。 

 全体的には検挙件数、検挙人員ともに減少

している状況にありますことから、犯罪の発

生を確実に抑えながら、犯罪の検挙を伸長さ

せるべく、引き続き県警職員一体となって、

県民の方々の期待と信頼にこたえる力強い警

察活動を推進してまいります。 
 第２は、県警察の重要課題として取り組ん

でおります繁華街対策についてであります。 
 来年３月の九州新幹線の全線開業、再来年

の熊本市の政令指定都市への移行により、熊
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本は九州の拠点として、さらなる発展が期待

されているところでございます。 
 しかし、その一方で九州の拠点となる熊本

市の繁華街は、商店街と風俗界が混在してい

ることもあり、客引き行為や女性に対するス

カウト行為が横行し、さらには、暴力団事務

所や不法外国人の存在、違法駐車の常態化な

どさまざまな問題を抱えており、それらの諸

問題が繁華街の発展に悪影響を及ぼしており

ます。 
 県警察におきましては、これまでパトロー

ル活動や悪質な客引き等の取り締まりを実施

してまいりましたが、社会情勢の変化に伴い

現行条例では規制できない新たな形態の客引

き・スカウト行為や縄張り料の要求行為等が

生じたことから、これらを規制し、善良な環

境の確保を図るため、去る９月定例会にその

取り締まりの根拠となる熊本県迷惑行為等防

止条例の一部を改正する条例と、いわゆる出

会い系喫茶を全県的に禁止する熊本県風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

施行条例の一部を改正する条例を上程し、議

決をいただいたところでございます。 
 さらに、暴力団を社会から孤立させる一方

で、暴力団の存在を許さないという社会機運

の醸成を図るために、熊本県暴力団排除条例

を本年12月定例会に上程すべく、作業を進め

ているところでございます。 
 県警察といたしましては、これらの法令を

根拠とする集中的な取り締まり等の各種警察

活動はもとより、自治体、関係機関、団体及

び地元地域団体等の連携・協働による環境浄

化活動、暴力排除活動などの諸活動を推し進

めて、夜間でも若い女性や観光客等が安心し

て通行できる安心・安全な繁華街を実現して

いくことを目指してまいります。 
 以上、私からは最近の県警察の重点的取り

組みにつきまして御説明させていただきまし

たが、県民の方々が安全で安心して暮らせる

熊本を実現するため、安全・安心熊本実現計

画2010に基づく各種施策に今後とも職員全員

が心を一つにして取り組んでまいりますの

で、委員長を初め委員の皆様方には引き続き

警察活動に対します御理解と御支援をよろし

くお願い申し上げます。 

 本日は、平成21年度一般会計のうち警察会

計分の決算について御審議いただきますが、

警務部長の方から平成21年度中の決算概要等

について、会計課長の方から平成21年歳入歳

出決算等について、それぞれ説明いたします

ので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 私の方からは、以上です。 

 

○馬場成志委員長 次に、警務部長から決算

概要の説明をお願いします。 

 

○金高警務部長 警務部長の金高でございま

す。 

 昨年度の決算概要について、御説明いたし

ます。 

 最初に、前年度の決算特別委員会において

御指摘を受けました、施策推進上、改善また

は検討を要する事項等のうち警察関係につき

まして、その後の措置状況を御報告いたしま

す。 

 まず、決算特別委員長報告第４の１「収入

未済の解消については、関係部局においてそ

れぞれ努力の跡が見られるが、財源の確保及

び負担の公平性の観点から、さらに一層効果

的で徹底した徴収促進に努めること。」につ

いて、その後の措置状況を御報告いたしま

す。 

 平成20年度末の収入未済につきましては、

交通情報板等の損害賠償金、放置違反金及び

これに係る延滞金、交通事故等に係る損害賠

償金の３案件、計565件、総額にしますと2,1

15万1,229円を計上しております。 

 まず最初に、交通情報板等の損壊に係る損

害賠償金の一部1,323万6,586円が収入未済に
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なっている事案について御説明いたします。 

 これは、平成10年３月、当時の阿蘇郡長陽

村、現在の南阿蘇村でございますが、ここで

発生しました、交通事故による交通情報板を

損壊した事案で、その損害賠償金の一部が未

払いとなっているものです。 

 本件は、平成12年に支払督促事件として債

権が確定済みですが、差し押さえるべき資産

の存在が確認できなかったことから、当時

は、強制執行を保留しておりました。 

 しかし、債権確定から数年が経過し、この

ままでは回収不能となることへの懸念や、県

警察としての債権回収姿勢を明確に示してお

く必要があると判断しまして、平成17年８

月、銀行口座差し押さえという強制執行を実

施しましたが、しかしながら、5,889円の回

収しかできなかったものでございます。 

 その後も、債務者の会社の営業状況や資産

状況等について継続して調査を行っていると

ころですが、その実態が判然としないなど、

把握に困難を極めている状況です。 

 今後も、さらに債務者の実態把握に努め、

あきらめることなく回収に取り組んでまいり

ます。 

 次に、放置違反金等に係る収入未済につい

て御説明いたします。 

 放置違反金等の収入未済は、平成20年度末

で放置違反金が534件、712万9,000円、延滞

金が26件４万5,700円、合計560件、総額717

万4,700円となっておりましたが、昨年度末

までに、放置違反金297件399万6,000円、延

滞金11件、１万7,000円を回収しました。 

 よって、繰り越し分は放置違反金237件313

万3,000円、延滞金15件２万8,700円、合計25

2件、総額316万1,700円となりまして、一定

の成果をおさめることができました。 

 今後も、滞納者に対する督促状や催告状の

発送を初め、電話や戸別訪問による催告を継

続的に行うとともに、所在不明の滞納者に対

する調査を積極的に実施するなど、徴底した

徴収対策に取り組んでまいります。 

 次に、交通事故による警察車両の損壊に係

る損害賠償金３件について御報告いたしま

す。 

 １件目は、平成18年３月５日、熊本北警察

署のパトカーが職務質問をしようとした際、

運転手が驚き、慌てて車両を発進させたため

パトカーに追突した事故につきまして、当時

事故の相手が無職・無収入の状態であったた

めに、損害賠償金６万2,798円が回収でき

ず、収入未済となった事案であります。 

 その後、相手がしばらく収入がない状態が

続いておりましたが、アルバイト収入がある

ことが判明しましたので、平成21年６月から

月額5,000円を分納させ、同年度末時点で４

万円を回収しております。 

 ２件目は、平成19年５月２日、熊本南警察

署のパトカーが逃走中の盗難車両から衝突さ

れた事故について、相手が無職・無収入の状

態であったために、損害賠償金49万7,498円

が回収できず、収入未済となった事案です。 

 この事案につきましても、相手の稼働状況

や収入状況を確認しつつ、粘り強く支払いを

促した結果、昨年１月から月額１万円の分納

に応じることとなり、平成20年度３万円、昨

年度５万9,000円、本年度は８月末時点で２

万円の、計10万9,000円を回収しておりま

す。 

 ３件目は、平成18年４月11日、多良木警察

署の捜査用パトカーが、少年院から逃走中の

少年が運転する盗難車両から衝突された事案

について、損害賠償金の一部22万3,247円が

収入未済となった事案であります。 

 本件につきましては、損害額72万3,247円

を全額相手負担で示談が成立しております

が、支払いについては、少年の保護者と交渉

を行ってまいりました。 

 その結果、平成18年12月に、損害金の一部

50万円を保護者が支払ったものの、残金が未

払いでございました。しかし、保護者への定
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期的な連絡や分納の教示等を行った結果、１

万円ずつの分納に応じることとなり、平成20

年度２万円、昨年度３万円、本年度は８月末

時点で１万円の計６万円を回収しておりま

す。 

 このように、交通事故による損害賠償金に

つきましては、３件とも少額ではありますが

回収に努めており、今後も引き続き、債権回

収を図りたいと考えております。 

 続きまして、決算特別委員長報告の第４の

２「国が開発した自動車保有関係手続のワン

ストップサービスシステム――頭文字をとっ

てＯＳＳシステムと称しますが、このシステ

ムの管理経費等として、本県は負担金を支出

しているが、事業開始から４年経過している

にもかかわらず国とのシステム接続ができて

おらず、活用できていない状況にある。 制

度のあり方あるいは改善の方向性等について

適切な対策を取ること。」について、その後

の措置状況を御報告いたします。 

 このＯＳＳシステムとは、簡単に申します

と、自動車を保有する際に必要な各種の行政

手続きがパソコンから一括して行えるシステ

ムであり、現在、当県以外の10都府県におい

て運用しています。 

 本件につきましては、昨年10月、当県警察

からＯＳＳシステムに係る都道府県警察の費

用負担の割合等を協議、決定するＯＳＳ推進

警察協議会長あてに、制度のあり方あるいは

改善の方向性等について問題提起を行ってお

ります。 

 また、本年４月６日に開催されました全国

知事会議においてもシステム未稼働県が負担

金を支払うのは不合理ではないかとの指摘が

なされています。これを受けて所管庁の１つ

である国土交通省から、４月28日付で、来年

度以降は、これまでの年間経費約10億円を３

億円以内にするというコスト削減案が提示さ

れました。 

 この提案に基づき、ＯＳＳ推進警察協議会

において、来年度以降は7,500万円程度とな

る共有経費を、現在稼働中の10都府県警察で

負担すること、また1,085万7,000円の事務経

費については、全国都道府県警察で案分して

負担することが決定されました。したがっ

て、来年度以降の本県警察負担金は約23万円

となります。  

 続きまして、決算特別委員長報告の第４の

11「団塊世代の退職期を迎え、高度の捜査技

術等を持つ熟練職員の大量退職が続いてい

る。 治安の低下を招かないよう、退職職員

の持っている捜査技術等が確実に伝授される

ような対策に取り組むこと。」について、そ

の後の措置状況を御報告いたします。 

 本県における警察官の退職者数は、平成９

年度から平成13年度までに毎年度25人程度で

ありましたが、平成17年度以降、約10年にわ

たって毎年100人前後の退職者数となってお

ります。急激なベテラン警察官の大量退職

と、それに伴う大量採用により、今後、現場

執行力の低下が懸念されるところでありま

す。 

 このため、県警察におきましては、退職し

たベテラン捜査員を捜査実務伝承官として再

雇用し、現場の捜査員等に対して各種捜査技

法の実戦的指導教養等を行っております。 

 この伝承官につきましては、現在、９人を

警察本部や署に配置しており、これまで培っ

た知識・技能・経験を若手警察官に伝えるべ

く、現場執行力の強化に取り組んでおりま

す。 

 以上、前年度の決算特別委員会において、

御指摘を受けました事項等についての説明を

終わります。 

 

○馬場成志委員長 先ほど御提案いただいた

のは、ここまでという区切りですかね。 
 
○金高警務部長 はい、そうでございます。 
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○馬場成志委員長 ここまでで、いきましょ

うか。 
 
○金高警務部長 ようございますか、はい、

わかりました。 
 以上で、終わります。 
 
○馬場成志委員長 引き続き、会計課長から

決算資料の説明をお願いしたいと思います。 
 
○緒方会計課長 会計課長の緒方でございま

す。よろしくお願いします。 

 それでは私の方から、平成21年度の歳入歳

出決算につきまして、お手元の平成22年度決

算特別委員会説明資料に基づきまして御説明

いたします。 

 まず、１ページ目をお願いいたします。平

成21年度歳入歳出決算総括表でございます。 

 歳入決算は、予算現額49億848万9,000円に

対しまして、調定額46億9,606万2,000円、収

入済み額46億7,519万円となっております。 

 収入未済額が、2,087万2,000円となってお

ります。収入未済の内訳は、先ほど警務部長

が説明しましたように、１つが放置違反金及

び放置違反金に係る延滞金、２つが交通情報

板に係る損害賠償金、３つが熊本北署、熊本

南署、玉名署及び多良木署の公用車の交通事

故に係る損害賠償金、４つが恩給受給者が平

成19年10月に死亡していたにもかかわらず、

死亡後132万1,484円を支払っていた過払い事

案の未収金を合計した金額でございます。 

 続いて、右側の欄の歳出決算について説明

いたします。 

 予算現額407億276万3,000円に対しまし

て、支出済額398億668万6,000円、翌年度繰

越額２億8,015万8,000円、不用額６億1,591

万9,000円となっております。 

 次に、２ページをお願いいたします。歳入

に関する調べについて、御説明いたします。 

 ２ページから７ページ中段にあります認知

機能検査員講習手数料までが、免許試験、免

許証交付、道路使用関係、風俗・古物営業関

係等の手数料に関するものでございます。 

 それから、同じく７ページの中段の認知機

能検査講習手数料の下の国庫支出金から、９

ページの上段１行の太線までが国庫支出金に

関するものてございます。 

 ここで、８ページをお願いいたします。 

 ８ページの下から２段目にあります、地域

活性化・経済危機対策臨時交付金、その下の

地域活性化・公共投資臨時交付金につきまし

ては、予算現額に対して調定額、収入額と

も、合わせて約２億3,700万円ほど減額して

おりますが、これにつきましては21年度収入

予定としておりました交付金について、交

番、駐在所新築工事、交通安全施設等の整備

に関する繰越明許費の設定に伴い、22年度歳

入として受け入れることとしたためでござい

ます。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 ９ページの上段、太線の下の財産収入のと

ころから、10ページの下段、太線の上の不用

品売払収入までのところが財産収入に関する

ものでございます。 

 次に、10ページの下段、太線の下の諸収入

のところから13ページまでが、諸収入に関す

るものでございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 11ページの上段の延滞金、これは放置違反

金のところの収入未済額13万7,000円及びそ

の下の放置違反金の収入未済額542万5,000円

につきましては、先ほど御説明しました放置

違反金等に係る未収金でございます。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 雑入のところの収入未済額1,398万8,000円

につきましては、これも先ほど御説明いたし

ました交通情報板損壊に係る損害賠償金を初

め、４件の交通事故に係る損害賠償金の未収

金の合計金額でございます。 

 また、その下の収入未済額132万1,000円に
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つきましては、恩給の誤払いによる未収金で

ございます。 

 続きまして、次の14ページをお願いいたし

ます。歳出に関する調べでございます。 

 14ページから最終の15ページまで、警察費

に関するものでございます。 

 警察費で不用額が生じました理由の主なも

のでございますが、まず14ページの上から４

段目の、警察本部費につきましては、各種手

当の執行残、光熱水費等の節減による執行残

など、２億5,456万7,000円となっておりま

す。 

 さらに、その下の装備費につきましては、

車両修繕費等の執行残など2,878万3,000円で

ございます。 

 一番下の警察施設費につきましては、施設

設計管理委託費等の執行残、施設新築等工事

請負費の執行残など、１億5,302万1,000円で

ございます。 

 続いて、15ページをお願いいたします。 

 最上段の運転免許費につきましては、運転

免許関係消耗品等の執行残など、3,893万3,0

00円でございます。 

 中段の警察活動費につきましては、捜査活

動旅費の執行残、複写サービス等の節減によ

る執行残、各種消耗品購入費の執行残、警察

電話専用回線料等の節減による執行残など、

１億3,992万5,000円でございます。 

 続きまして、別にお配りしております、平

成22年度決算特別委員会附属資料に基づきま

して、御説明を申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、１ページ目の平成21年度繰越事業調

べでございます。これは、いずれも本年３月

に平成21年度交付金として総務省から交付さ

れました、地域活性化・経済危機対策臨時交

付金、地域活性化・公共投資臨時交付金２億

3,768万3,000円をもとにした事業でございま

す。いずれも、設計委託や工事に時間を要す

る事業でございましたので、22年度予算とし

て繰り越しをしたものでございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 平成21年度県有財産処分一覧表でございま

す。いずれも、今後の用途につきまして検討

を行い、売却したものでございまして、未使

用となった交番、駐在所、職員宿舎12件を売

却し、収入金額は１億4,072万4,000円となっ

ております。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 
○馬場成志委員長 それでは、これで説明が

終わりましたので、質疑に入りたいと思いま

す。 

 

○大西一史委員 今、御説明をそれぞれいた

だいたんですが、例の阿蘇郡長陽村の交通情

報板の損壊の件ですけれども、これ私も久し

ぶりに決算特別委員で来ましたけれども、ま

だまだやっているんだなという感じでござい

まして、非常にこれは厳しいなというふうに

見ています。以前からずっと、この問題とい

うのは何回も何回もこれは、決算委員になる

中でこれも議論してきたわけですけれども、

平成17年８月に銀行差し押さえをして強制執

行しても5,889円の回収しかできなくて、そ

れから、もう４年ですかね、５年たつわけで

すが、その後もこれは実態もわからず把握も

厳しい、だけれどもあきらめず回収というの

は、やっぱりなかなかこれいつまであきらめ

ずにやるんだろうということで、当然それは

どうにか収入未済はこれは解消していただき

たいと思うんですが、現実的にはかなり厳し

いのではないかなというふうに思うんです

が、その辺の現状というのをもう少し詳しく

教えていただけませんか。これは毎回毎回こ

の決算委員会でずっとやっていて果たしてい

いのかどうか、そろそろ、やっぱりいろんな

状況を踏まえて結論を考えていかなければな

らないようなものではないのかなというふう
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に思うんですが、それを１点、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

 

○金高警務部長 まず概要でございますが、

御案内のとおり、いろいろな調査を尽くして

やっているところでございます。本年４月に

も、職員による現地調査を行いましたが、営

業活動が確認できておりません。なおかつ弁

護士費用、これはまたいろいろあるんでござ

いますが、やはり債権を回収するにも、弁護

士さんと相談すると、またその分だけ費用が

かかるということで、やっぱり確実に資産が

あるときをねらって赴き、何らかの形でやっ

ぱり取っていかなければならないな、こうい

う考え方でおります。詳細について交通部の

方からお願いできればと思います。 

 

○富永交通部長 今、部長の方から説明があ

りましたとおり、本年４月に交通規制課の課

員２名を派遣しまして現地の調査をやりまし

たけれども、これまでにも再三やっておりま

す。ただ会社の実態がつかめないということ

は、もう間違いございません。確かに事務所

はあるんですけれども、これはアパートの１

室を事務所がわりに使用している。中には事

務机程度しか置いてないということで、本人

と接触もできないような状況でございます。

しかしながら、福岡県トラック協会、所属す

るトラック協会には会費は納入しているとい

う現状でございますので、そういったことを

糸口にして現在いろいろな調べを進めている

ところでございます。ただ、先生がおっしゃ

るとおりに、回収というのは資産の状況から

してもかなり厳しいのではないかというふう

には考えております。 

 

○大西一史委員 福岡県のトラック協会に所

属しているところに、その会費が納まってい

るというのは非常によくわからないところ

で、あきらめることなく回収はしていただき

たいとは思うんですけれども、これをいつま

でもその状態のままで毎回毎回決算をすると

いうのも、私はちょっとどうかなと思いま

す。 

 ほかの部とかと違って、警察が調べてこん

な状態ということであれば、もう相当これは

厳しいんではないかなというふうに思ってい

ますので、これをあきらめろと言っているわ

けではないですが、そういう将来にわたって

不納欠損処分といいますか、そういったこと

もある程度はやっぱり視野に入れていかない

と、いつまでこれは引きずるんですかという

のもあります。あきらめろと言っているわけ

ではありません。だけれども、いつまでもこ

の状態でいいのかというのがありますので、

その点はまた引き続き調べる中で、その辺を

考えていただきたいというふうに思います。 

 それと、もう１点だけよろしいですか。 

 

○馬場成志委員長 はい、どうぞ。 

 

○大西一史委員 説明資料の13ページの過年

度収入の年度後返納の恩給の誤払い未返納と

いうのかありましたけれども、これは死亡後

の過払いということなんですが、これは御家

族とかいらっしゃるので、恐らく受け取って

いた方がいらっしゃるということなんだろう

と思いますが、これは回収はきちっとできそ

うなものなんでしょうか、どうなんでしょう

か。 

 

○金高警務部長 これにつきましては、平成

19年10月５日に死亡していた恩給受給者に対

しまして、死亡後１年８カ月にわたり合計20

カ月分の恩給を長男が、会社員なんですが、

ちょっとあきれたという事案でございます。 

 この関係につきましては原因として、遺族

からの受給者の死亡や住所変更の連絡がなか

ったということと、毎年１回、住基ネットに

よって調査も実施していたんですが、この受
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給者は当時、平成20年の調査時には住基ネッ

トに参加してない住所地、いわゆる杉並区だ

ったんです。ここでちょっと漏れが出ていま

して、我々の発覚がちょっと遅れておりまし

た。いろいろと本人の長男と、恩給受給者の

長男と接触いたしまして、その後、長男いわ

く、借金返済等を理由に一括返済の猶予申請

がなされまして、いろいろ話し合いした結

果、本年９月１日及び10月５日に３万円ずつ

納付して、今後毎月２万以上は納付するとい

う話をしましたので、一応軌道に乗っている

ところでございます。もちろん、分割の方が

滞った場合には、もう裁判所に対する支払い

督促の措置、こういったものも視野に入れて

いきたい、このように思っております。 

 

○大西一史委員 今の件は、この前いろいろ

お年寄りの年金不正受給の話とほぼ似通った

事案かなというふうに思います。 

 一応支払いが始まったということであれ

ば、その様子を見なければいけませんが、や

はりこういったものというのは恐らく金に困

ってというか、そういった面もあってやって

いるというふうに思います。そうであるなら

ば、滞った場合には即強制的にそういった執

行がなされるような態勢をとっていただきた

いということをお願いしておきます。以上で

す。 

 

○鬼海洋一委員 先ほど警務部長から御説明

いただきました５ページ、ＯＳＳシステムの

件ですが、これが負担金が軽減されたという

ことで今お話しいただきましたが、その後こ

の熊本県がこのシステムを利用するというよ

うな見通しといいますか、今後の展開につい

てはどういう状況なのか、ちょっと御説明い

ただきたいと思います。 

 

○緒方会計課長 ただいまの質問でございま

すけれども、今後ＯＳＳの導入に関する御質

問かと思いますが、関係省庁では平成22年度

までに利用実数を50％に上げて、全都道府県

を稼働させたいという希望がございましたけ

れども、現実に10府県導入しておりまして、

利用率が上がらない状態で、24年度までとい

うような目安をつけて現在動いております。 

 しかしながら、本県にこれを導入した初年

度におきましては、構築費としまして５億2,

500万円、年間維持費として9,800万円余の費

用が必要となり、トータルでは６億2,000万

円程度の費用が必要となります。 

 そういうことで、現在の非常に厳しい経済

状況を踏まえて、利用率と各県の参入状況を

踏まえて慎重に判断せざるを得ないかなとい

うのが現状でございます。19年度以降、参入

は10府県以外にはございませんので、他県の

状況を踏まえて今後慎重に判断していく必要

があるのかなと考えております。 

 

○鬼海洋一委員 私も勉強不足で、こういう

システムが今進んでいるということを改めて

知ったわけですけれども、このコストの分担

率が相当落ちて23万円になった、これは非常

にいいことだというふうに思いますけれど

も、しかし、今お話しのとおりに現在10県、

将来どれくらいになっていくかという意味で

は極めて重要な問題ではないかというふうに

思いますから、ぜひその点が将来における見

通し等についても、ぜひ見極めながら、とり

あえずは23万円の負担が続いていくというふ

うに思うんですけれども、特にこれは国交省

と各県との連携をとりながら進めていただき

ますように、お願いしておきたいと思いま

す。 

 

○中原隆博委員 １点だけ、お尋ねいたしま

す。 

 15ページですね。まず１ページと関連する

わけでございますけれども、むだ遣いをなく

して、より節約した中でやっていくというこ
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とは、これはどの課においてもどの部署にお

いても大事なことであろうと思います。 

 そんな中で、特に警察本部の場合には不用

額が６億を超えているということですね。そ

れとあわせて15ページを見てみますと、例え

ば環境犯罪対策の強化に９万5,000円とか、

ストーカー行為などＤＶ対策の推進に12万2,

000円とか、何万円単位が非常に出てくるわ

けですね。これは、いずれも重要な県民の市

民のそれぞれの生活者の安心・安全のために

これは必要な施策の１つだと思うんですね。

これは額が非常に小さ過ぎる。ここまで辛抱

して不用額を６億も残すということであるな

ら、もう少しこれは対策費を打ちながら、よ

り安心で安全なということに、もう少しシフ

トすべきじゃないかなというふうに思います

けれども、私から見たらこの不用額のその６

億ということと、この事業費の中の何万単位

のそれぞれは非常にミスマッチというか、お

かしく思うのでございますけれども、その点

いかがでしょうか。 

 

○金高警務部長 まず不用額について御説明

いたしますが、不用額につきましてもいろい

ろ各種手当、いわゆる扶養手当、通勤手当、

期末勤勉手当、退職手当等がございます。 

 特に退職手当なんかは、例年並みに予算措

置をしていたんですが、定年退職を待たずし

て途中でやめる方が見込みより少なかったと

いうのもございます。退職手当はちょっと額

が大きいものですから。あるいは捜査、捜査

というのはいつも動いておりまして、どうい

う場所に出張する、あるいは捜査費がかかる

等々ございます。 

 そういうことで、見込みよりも捜査に使う

費用が余りかからなかったとか、そういった

我々にとっては見通しよりも違った面も出て

まいります。 

 また光熱水費等こういったものの節減、こ

うしたものでも結構節減に努めまして、逆に

不用額が生じたという面もございます。 

 私からは、それだけです。 

 

○吉村生活安全部長 生活安全部長の吉村で

ございます。 

 今御指摘のありました事業の中で、それぞ

れ項目、金額の大小はあるわけですけれど

も、例えばですけれども、安全・安心なまち

づくり事業費の中で、これは21年度の緊急雇

用創出基金を活用したセーフティーパトロー

ル事業というのがあったんでございますが、

これの入札残、これが5,453万円ほど出てお

ります。これは金額的に予算額が３億3,000

万円ほどのものでしたので、そういったとこ

ろでの事業の中で、大きいものとしてはこう

いうものが出ています。 

 それから、その他のところでも、予算要求

の際は見込額でやっていますけれども、入札

で落ちる場合と定価で予算を見込んでいて、

それが落札のときには落ちるとか、そういっ

たものの蓄積と、今、警務部長の方から話が

ありました人件費的なものとか、そういった

ものが重なったというようなことで理解して

います。 

 

○中原隆博委員 それはそれで、よくわかる

んです。例えば、暴走族総合対策の推進に53

万円、ほかの部分とかぶっている部分がある

と思うんです。だから、その部分は差し引い

たにしてもちょっと少な過ぎるという部分が

ありますので、こういうのはもう少し事業費

として計上してやっていかれたらいいんじゃ

ないか、これは要望としてお願いしておきま

す。以上です。 

 

○馬場成志委員長 ほかにありませんでしょ

うか。 

 
○内野幸喜委員 歳入のところの不動産の売

り払い収入368万7,000円、これは別添の資料
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を見ると、これは牛深警察署の旧河浦駐在所

と天草警察署の二江駐在所の２つを売った分

の収入ということなんですか。 

 

○馬場成志委員長 何ページですか。 

 

○内野幸喜委員 説明資料は10ページです。

それから県有財産処分一覧表というところで

す。もう１回よろしいですか。 

 この不動産の売り払い収入で368万7,000円

となっています、土地が365万円、家屋が３

万7,000円ですね。これを見ると、この３万

7,000円が牛深警察署の旧河浦駐在所、土地

の方が天草警察署旧二江駐在所を売った分の

収入ということになるんですか。 

 

○金高警務部長 21年度に、二江駐在所及び

河浦署を新築しております。天草警察署の二

江駐在所のものにつきましては、これは県有

地でございまして、家屋つきで天草市に売却

したと。それと牛深署の河浦駐在所ですけれ

ども、これは町有地でございまして、建物は

かなり古かったんですけれども、建物つきで

売却していただきたいということで、建物つ

きで売却した関係で、そこに３万7,000円と

いうことです。これは、通常は平地にします

と、解体で150万円ほどかかりますので、こ

の部分は節減できた部分かなと考えておりま

す。 

 

○内野幸喜委員 となると、この２つを引い

た１億3,700万円というのは、歳入には入っ

てこないということになるんですか。県有財

産処分一覧表の１億4,000万円ぐらい、収入

金額が１億4,072万4,809円というふうになっ

ていますが、この歳入に関する調べを見ると

368万7,000円だけなんですね。この差し引い

た１億3,700万円というのは、歳入にはなら

ないということですか。 

 

○馬場成志委員長 後ろで答えてもよかです

よ。どうぞ。 

 

○高木会計課次席 会計課の高木でございま

す。 

 事務的にお答えさせていただきます。土地

を売却します場合に、管財課の方に所管を移

して売却するケースと警察の方で直接売却す

る方法がございますので、警察計上分が用地

費として上がっているということでございま

す。 

 

○内野幸喜委員 例えば、県警としては本当

はこの１億4,000万円収入がありますけれど

も、これを見ると職員住宅が幾つかあります

ね。私は、職員住宅というのは、やっぱり必

要なところだと思うんですね。例えば、急に

招集とかの場合も当然ありますし、やはり近

くにいないといけないという独特な職務を持

っていると思うんですけれども、これはみず

から売ろうと思ったのか、県警として売ろう

と思ったのか、それとも県の方針として、今

やっぱり行財政改革とかやっているものです

から、そういった兼ね合いで売るに至ったの

か。 

 

○緒方会計課長 ここに、附属資料の２ペー

ジに県有財産処分一覧表というのを付けてお

ります。主なものにつきましては、職員住宅

と駐在所の関係でございますけれども、これ

は建て替えによるものでございますので…

…。 

 

○内野幸喜委員 では、別途また違う場所に

代替地があって、そこに新たにつくり直した

ものですね。はい、わかりました。 

 

○馬場成志委員長 ほかにありませんか。 

 

○児玉文雄委員 昨年、この山都町の下名連
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石というところの駐在所、部長さん、たしか

８月ごろおいでたと思うんですが、大変立派

な駐在所ができたんですが、ちょっと聞くと

ころによると、熊本の業者が落札しておるみ

たいですよね。公共事業というのは、それは

そういう公にするのが当然でしょうけれど

も、地方には建築に関しての公共事業という

のはほとんどないんです。だから、せめて上

益城郡単位でするとか、何かそこらあたりを

ちょっと考えていただきたい。熊本一円に条

件の合う人が応札してくれと。そうなると地

域が潤いませんので、ぜひそういうことも考

えていただきたいと思います。 

 

○馬場成志委員長 さまざまな事情があると

思いますけれども、適用できる部分について

はしっかりと適用していただきたいというこ

とだと思います。 

 何か答えますか。はい、どうぞ。 

 

○緒方会計課長 去年あたりからの経済対策

で、職員宿舎であるとか駐在所、交番所、大

分建てかえておりまして、一応、県内業者に

限るというような限定条件で発注をやったと

ころでございまして、先生おっしゃられたの

も十分検討していきたいと思います。 

 

○馬場成志委員長 ほかにありませんか。 

  （発言する者なし） 

○馬場成志委員長 なければ、これで警察本

部の審査を終了したいというふうに思いま

す。 

 次に、次回は第６回委員会となりますが、

11月８日月曜日午前10時から開会し、企画振

興部の審査を行い、午後１時から各種委員

会、出納局等及び商工観光労働部の審査を行

いますので、御協力をよろしくお願い申し上

げます。 

 本日は時間を大幅に変更しましたこと、御

協力いただきましたことに感謝申し上げて、

終わりたいと思います。どうも、お疲れでご

ざいました。 

  午後５時19分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  決算特別委員会委員長 
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